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心をひとつに　～チーム山元　復興へのあゆみ～

住民説明会スケジュール
対象行政区 開催日 時　間 会　場

真庭・久保間・中
山・下郷・町・上平

11月15日
㈫

18：30～
� 20：30

坂元公民館2階
大会議室

中浜・磯 11月16日
㈬

18：30～
� 20：30

坂元公民館2階
大会議室

新浜・笠野 11月17日
㈭

18：30～
� 20：30

中央公民館2階
大ホール

花釜・牛橋※ 11月19日
㈯

10：00～
� 12：00

山下中学校体育館
14：00～
� 16：00

町外に避難されて
いる方

11月20日
㈰

10：00～
� 12：00

名取市商工会2階
大研修室
名取市増田字柳田243

八手庭・横山・大
平・小平・鷲足・山
寺・山下・浅生原・
高瀬・合戦原

11月21日
㈪

18：30～
� 20：30

中央公民館
2階　大ホール

※�牛橋・花釜区対象の説明会は、2回にわたり開催します。ご都合のよ
い時間帯にお越しください。

第
5
回
震
災
復
興
会
議

を
開
催
し
ま
し
た

　

町
で
は
、「
山
元
町
震
災
復
興

計
画
」の
策
定
に
向
け
、
住
民
代

表
10
人
の
委
員
か
ら
な
る
第
5
回

震
災
復
興
会
議
を
開
催
し
ま
し

た
。
会
議
は
、
齋
藤
町
長
の「
年

内
中
の
復
興
計
画
策
定
を
目
指

し
、
住
民
の
意
見
を
伺
う
機
会
を

持
ち
な
が
ら
、
計
画
の
精
度
を
上

げ
て
ま
い
り
た
い
」と
の
あ
い
さ

つ
に
始
ま
り
、
復
興
の
方
向
性
や

事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　
町
で
は
今
後
、
町
民
の
皆
さ
ん

か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
を
踏
ま
え

た
計
画
策
定
作
業
を
進
め
、
復
興

の
見
通
し
を
立
て
る
と
と
も
に
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
1
日
も
早
い
生

活
再
建
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま

す
。

　
次
回
の
復
興
会
議
で
は
、
住
民

説
明
会
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
復
興

計
画
最
終
案
に
つ
い
て
議
論
を
行

い
、
最
終
的
な
調
整
を
進
め
る
予

定
で
す
。

　
会
議
の
内
容
は
、
以
下
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
議
要
旨
や

会
議
の
様
子
な
ど
は
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

第5回震災復興会議　要旨
話　題 内 容

居 住 地
・災害危険区域（※）となる場所にも、ある程度の自己責任を認めたうえで住めるようにしてはどうか。
・イチゴ農家は、農地と住居が近くになるように検討した方がよい。
・移転先の希望を踏まえたうえで、開発地を検討したほうがよいのではないか。

人口対策
・仙台までの移動時間がポイントになると思う。
・仮設住宅などへの入居が可能な数年間が、人口流出を食い止める勝負の期間だと思う。
・財源を考えると、企業誘致など具体的なことを進めていかなければ、町としてやっていけないと思う。

人口推計

・JR常磐線の復興や居住地形成による人口増加を見込んでいるように思うが、期待的な数字ではな
く、もっとシビアに考えたほうが良い。

・現実を踏まえた町独自の分析をすべきではないか。
・人口減少はまだまだ進むと思う。今いる人を減らさないことを考えるべき。

住民参加

・地域のコミュニティを無視しての移転には抵抗がある。地域ごとの話し合いの場を設けてほしい。
・地区ごとに意見交換の場を設けて、地域住民との話し合いを持ったうえで計画策定を進めてほしい。
【町からの回答】
　�　限られた時間の中、町民の皆さんからいただいたご意見をベースにした計画づくりを考えていま
す。話し合いについては、財源のめどが立った段階で、計画についての説明会を開くほか、土地利
用誘導が必要なエリアや集団移転の対象となる住民向けの説明会も開催したいと考えています。

※災害危険区域については、次のページおよび本紙10月号5ページをご覧ください。

「
山
元
町
震
災
復
興
計
画
」

に
関
す
る
住
民
説
明
会 

開
催
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
、
年
内
中
の
復
興
計
画

策
定
に
向
け
、
町
民
の
皆
さ
ん
に

計
画
案
を
お
示
し
し
、
ご
意
見
を

伺
う
た
め
、
次
に
よ
り
住
民
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
会
場
・
時
間

な
ど
は
、左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
説
明
会
に
は
、
被
災
前
に
お
住

ま
い
の
行
政
区
の
開
催
日
時
に

合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
説
明
内
容
は
全
会
場
同
じ
で
す

の
で
、
ご
都
合
が
悪
い
場
合
に

は
、
他
の
行
政
区
会
場
に
出
席

し
て
い
た
だ
い
て
構
い
ま
せ
ん
。

■
会
場
の
都
合
に
よ
り
、
各
世
帯

1
人
の
参
加
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
。
車
で
お
越
し
の
際
は
、
乗

り
合
わ
せ
で
の
ご
来
場
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●災害危険区域の基本的な考え方
　災害危険区域とは、建築基準法第39条に基づき地方公共団体が指定することのできる「津波、高潮、出水など
による災害の危険が著しい区域」のことをいいます。（広報やまもと10月号5ページを参照）
　町では、東日本大震災に伴う津波による浸水深や建物被害、津波浸水シミュレーションの結果などをもとに、
災害危険区域を指定する条例を制定しました。
　山元町の災害危険区域に関する条例は、以下の3つの考え方を基本に定めることとします。

●災害危険区域の種類
　左図のとおり、災害危険区域
を3種類に区分します。

第1種区域（浸水深が概ね3ｍ
を超える地区）
　大きな被害が想定される危険
性の高い地域に定めます。より
安全な地域へ移転することを促
し、安全性を確保します。
第2種区域（浸水深が概ね2ｍ
～ 3ｍの地区）
　大きな被害が想定される危険
性の高い地域に定めます。より
安全な地域へ移転することを促
しますが、構造が一定の条件を
満たす場合に限り、住宅の新築
等を認めます。
第3種区域（浸水深が概ね1ｍ
～ 2ｍの地区）
　第1種区域・第2種区域ほど
建物被害が大きくならないと想
定される地域に定めます。元の
場所で住宅を再建することを基
本としますが、建物被害を軽減
するため、一定の制限を設けま
す。

●制限の対象となる建物
　住宅、アパート、マンション、
老人ホームなど居住用の建物
（事務所、店舗、工場、倉庫、作
業場、車庫、ビニルハウスなど
は制限の対象となりません）

●制限の内容
第1種区域…建築禁止
第2種区域… 一定の構造要件を

満たせば、建築可
第3種区域… 基礎を一定程度高

くする

災害危険区域の設定について ※�このページの内容は、10月25・26日に開催した住民
説明会で配布した資料をもとに作成したものです。

復
興

〜
チ
ー
ム
山
元

〜
チ
ー
ム
山
元 　

復
興
へ
の
あ
ゆ
み
〜

災害危険区域の種別について
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心をひとつに　～チーム山元　復興へのあゆみ～

　このコーナーでは、復興計画策定にあたり、関連する事業や制度などをご紹介します。これらの制度は、今後、
国や関係機関との調整を図りながら、導入の検討を進めてまいります。

●山元町における「多重防御」
　沿岸部においては、防潮堤の背後に起伏をもたせた
防災緑地帯を整備するなど津波の緩衝地帯とします。
また、県道相馬亘理線を高盛土構造とし、二線堤機能
を持たせることにより、避難の時間を確保します。
●「多重防御」の整備計画
防潮堤：�海抜7.2ｍの高さで、より厚みのある構造で

整備
防災緑地：�起伏に富む盛土構造と津波の勢いを弱める

防潮林を整備
県道相馬亘理線：約3～ 4ｍの高盛土構造により整備

※「ハザードマップ」とは？
　自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図
化したもので、予測される災害の発生地点、被害の拡
大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所
などの情報が既存の地図上に図示されたものです。
※「防潮堤」とは？
　台風などによる大波や津波等から陸域を守るため、
陸上 (海岸部 )に設置される構造物をいいます。
※「二線堤」とは？
　防潮堤よりも陸側にある防御のための構造物をい
う。例えば、道路などを盛土構造にして堤防の役割を
果たすものをいいます。

復興まちづくりキーワード集 Vo.3

「 減 災 」と「 多 重 防 御 」

㈶
台
湾
佛ぶ

っ

教き
ょ
う

慈ツ
ー
チ
ー濟
基
金

会
か
ら
災
害
見
舞
金
が

贈
呈
さ
れ
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援

と
し
て
、
㈶
台
湾
佛
教
慈
濟
基
金

会
が
被
災
し
た
町
民
を
対
象
に
見

舞
金
を
贈
呈
し
ま
す
。

■
対
象

　
3
月
11
日
時
点
で
山
元
町
に
住

民
登
録
し
て
い
る
方
で
、
全
壊
・

大
規
模
半
壊
・
半
壊
と
な
っ
た
世

帯
の
世
帯
主

※�

3
月
11
日
以
後
に
世
帯
主
が
変

更
に
な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い

世
帯
主
が
対
象
で
す
。

■
支
給
額

※�

台
湾
佛
教
慈
濟
基
金
会
か
ら
直

接
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
受
付
日
時
・
場
所

※�

指
定
さ
れ
た
会
場
以
外
で
の
受

け
取
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。

■
必
要
な
も
の

①
り
災
証
明
書
の
コ
ピ
ー

　
（
提
出
用
）

②�

申
請
に
お
越
し
に
な
る
方
の
運

転
免
許
証
・
保
険
証
な
ど
本
人

確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書
類

③
印
鑑

※�

世
帯
主
以
外
の
方
が
お
越
し
に

な
る
場
合
、
委
任
状
が
必
要
で

す
。

【
注
意
】当
日
申
請
に
来
ら
れ
な

い
場
合
は
、
㈶
台
湾
佛
教
慈
濟

基
金
会
日
本
支
部
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○�

㈶
台
湾
佛
教
慈
濟
基
金
会
と

は
？

　
1
9
6
6
年
證
厳
法
師
に
よ

っ
て
台
湾
・
花
蓮
県
で
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
台
湾
を
拠
点
に
し
て
広

く
世
界
に
視
野
を
お
い
た
慈
善
団

体
で
、医
療
・
建
設
・
教
育
・
社
会

文
化
な
ど
の
事
業
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

問	

㈶
台
湾
佛
教
慈
濟
基
金
会
日
本

支
部　
市
復
興
政
策
課
復
興
政

策
班

☎
03
―
3
2
0
3
―
5
6
5
1

　
（
内
線
1
2
4
0
）

※
受
付
時
間
9
時
～
17
時

災
害
廃
棄
物
の

早
期
処
理
に
向
け
て

　
今
回
の
震
災
に
よ
っ
て
、
町
内

で
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理

（
焼
却
処
分
な
ど
）に
関
し
、そ
の

処
理
を
県
が
行
う
こ
と
に
つ
い
て

は
広
報
や
ま
も
と
9
月
号
で
お
知

ら
せ
し
た
と
お
り
で
す
が
、
先
月

18
日
に
開
催
さ
れ
た
県
議
会
で
受

託
業
者
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
後
の
経
過
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
受
託
業
者
の
決
定

　
県
が
設
置
す
る
2
次
処
理
施
設

の
受
託
業
者
に
つ
い
て
は
、
公
募

型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式（
企
画
提

案
方
式
）に
よ
る
募
集
お
よ
び
選

定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
本
町
で
業
務
を
行
う
の
は
、
㈱

フ
ジ
タ
東
北
支
店
を
代
表
と
す
る

7
社
の
共
同
企
業
体
で
、
廃
棄
物

の
処
理
を
行
う
基
本
的
な
計
画
は

も
と
よ
り
、
地
域
経
済
や
環
境
へ

の
配
慮
に
関
す
る
項
目
の
評
点

が
、
参
加
申
し
込
み
の
あ
っ
た
4

企
業
体
の
中
で
最
も
高
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
今
後
の
処
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
現
在
、
施
設
の
設
置
に
向
け
た

造
成
工
事
が
始
め
ら
れ
て
お
り
、

今
後
、
破
砕
施
設
や
焼
却
施
設
の

建
設
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
破
砕
施

設
は
来
年
2
月
ご
ろ
か
ら
、
焼
却

施
設
は
3
月
ご
ろ
か
ら
稼
働
す
る

見
込
み
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
25

年
10
月
に
は
、
す
べ
て
の
災
害
廃

棄
物
の
処
理
お
よ
び
仮
置
き
場

（
処
理
施
設
を
含
む
）の
撤
去
ま
で

を
完
了
さ
せ
る
見
込
み
で
す
。

　
町
で
は
、
今
後
の
処
理
の
効
率

化
の
た
め
仮
置
き
場
で
の
分
別
処

理
を
引
き
続
き
行
い
、
2
次
処
理

施
設
が
完
成
し
だ
い
、
施
設
で
の

処
理
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

問	

町
民
生
活
課　
生
活
班

☎
37
―
1
1
1
2（
内
線
1
2
3
）

被
災
地
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
た
め

の
出
前
専
門
相
談
会

　
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
地

域
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
、
運

営
上
の
悩
み
や
助
成
金
申
請
、
法

人
設
立
な
ど
に
対
し
て
、
個
別
に

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
の
6
月
に
改
正
に

な
っ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
や
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
に
関
す
る
税
制
改
正
の
情
報

や
、
現
在
募
集
中
の
助
成
金
情
報

な
ど
の
紹
介
も
行
い
ま
す
。

日
時　
11
月
17
日
㈭

　
　
　
10
時
～
16
時

会
場　
中
央
公
民
館
会
議
室

　
　
　
（
2
階
）

開
催
内
容

・
10
時
～
11
時

　

�

助
成
金
情
報
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
改
正

等
の
情
報
を
説
明

・
10
時
～
16
時　
相
談
会

参
加
対
象　
Ｎ
Ｐ
Ｏ（
任
意
団
体・

法
人
）、
こ
れ
か
ら
団
体
を
立

ち
上
げ
よ
う
と
考
え
て
い
る
方

定
員　
講
座
は
15
人
程
度
、
相
談

会
は
5
団
体
程
度（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

申
し
込
み　
氏
名
、
団
体
名
、
連

絡
先
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、
電

話
に
て
事
前
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※�

余
裕
が
あ
れ
ば
当
日
申
し
込
み

も
可

●
主
催　
宮
城
県

●
後
援　
山
元
町

●
企
画
実
施　
特
定
非
営
利
活
動

法
人
杜
の
伝
言
板
ゆ
る
る

問	

特
定
非
営
利
活
動
法
人
杜
の
伝

言
板
ゆ
る
る

☎
0
2
2
―
7
9
1
―
9
3
2
3

FAX
0
2
2
―
7
9
1
―
9
3
2
7

Ｅ
メ
ー
ル�

npo@
yururu.com

●はじめに
　今回の震災は、私たちがこれまで経験したことのない巨大なもので、特に津波の浸水域は極めて広範囲であり、
その勢いは防潮堤が壊滅状態になるほど強大なものでした。このような規模の津波を防潮堤などで物理的に防
御することは不可能であり、今後の復興にあたっては、自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、
災害が発生しても被害を最小限にとどめる「減災」の考え方を基本とします。
●「減災」とは？
　たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるような観
点で、これまでのように専ら水際での構造物に頼る防御から、「逃げる」ことを基本とする防災教育の徹底や避難
路、ハザードマップの整備など、ソフト面の対策を重視するものです。
　具体的には、防潮堤等に加え、道路等の構造物を活用した二線堤機能による「多重防御」を充実させます。加え
て、災害リスクを考慮した土地利用・建築規制を一体的に行うなど、ソフト・ハードの施策を総動員することが
必要となります。

●多重防御の整備イメージ
　以下は、山元町における多重防御のイメージを図示したものです。

東
日
本
大
震
災
関
連
情
報

問�震災復興推進課　☎37-0497

世帯人数 金　　額
（1世帯あたり）

単身世帯 3万円

2～ 3人世帯 5万円

4人以上世帯 7万円

日　時 受 付 場 所

11月26日㈯
9時～ 16時

坂元支所
（2階会議室）

11月27日㈰
9時～ 16時

中央公民館
（2階大ホール）



広報やまもと11月号 No.384（6）広報やまもと11月号 No.384（7）

　
平
成
23
年
第
3
回
山
元
町
議
会

定
例
会
が
、
9
月
12
日
か
ら
30
日

ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、
平
成

22
年
度
各
種
会
計
決
算
が
認
定
さ

れ
る
と
と
も
に
、
暫
定
予
算
か
ら

年
間
予
算
の
本
予
算
に
組
み
替
え

提
案
し
た
平
成
23
年
度
各
種
会
計

予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
決
算
で
は
、
歳
入
決

算
額
が
対
前
年
度
比
で
4
・
9
％

増
の
61
億
2
、1
6
6
万
9
千
円
、

歳
出
決
算
額
は
対
前
年
度
比
で

0
・
5
％
減
の
54
億
9
、2
9
1

万
7
千
円
と
な
り
、
形
式
収
支
は

98
・
0
％
増
の
6
億
2
、8
7
5

万
2
千
円
の
黒
字
、
実
質
収
支
で

は
1
5
3
・
7
％
増
の
5
億
8
、

0
2
5
万
1
千
円
の
黒
字
と
な

り
ま
し
た
。

　
歳
入
で
は
、
個
人
町
民
税
が
対

前
年
度
比
10
・
2
％
の
減
と
な
り

ま
し
た
が
、
普
通
交
付
税
で
は
新

規
費
目
の
雇
用
対
策
・
地
域
資
源

活
用
臨
時
特
例
費
の
算
入
お
よ
び

税
の
減
収
等
に
よ
り
、
対
前
年
度

比
10
・
3
％
の
増
と
な
っ
た
こ
と

に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
に
対
応

す
る
た
め
、
財
政
調
整
基
金
か
ら

の
繰
入
金
を
増
額
措
置
し
た
こ
と

か
ら
、増
額
決
算
と
な
り
ま
し
た
。

　
歳
出
で
は
、
国
の
経
済
対
策
で

あ
る
地
域
情
報
通
信
基
盤
整
備
推

進
事
業
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
お

よ
び
義
務
教
育
施
設
の
耐
震
対
策

事
業
並
び
に
東
日
本
大
震
災
に
伴

う
災
害
救
助
費
が
増
額
さ
れ
ま
し

た
が
、
前
年
度
の
定
額
給
付
金
事

業
や
基
金
積
立
予
算
が
皆か
い
減げ
ん
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
減
額
決
算
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
本
予
算
と
な
っ
た
平
成
23
年
度

一
般
会
計
で
は
、
暫
定
予
算
に
お

い
て
計
上
し
て
い
た
災
害
応
急
対

策
関
連
経
費
お
よ
び
災
害
弔
慰
金

等
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
に
伴

う
災
害
対
策
に
係
る
予
算
を
最
優

先
に
措
置
す
る
た
め
、
少
子
化
対

策
経
費
等
の
一
部
を
除
き
、
被
災

者
支
援
、
災
害
復
旧
に
関
連
す
る

事
業
以
外
は
休
止
若
し
く
は
廃
止

し
、
災
害
応
急
対
策
関
連
経
費
に

つ
い
て
追
加
さ
れ
、
歳
入
歳
出
総

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
2
2
0
億
6
、

3
9
5
万
8
千
円
と
な
り
、
前
年

度
当
初
予
算
と
比
較
す
る
と

1
6
9
億
2
、4
3
4
万
7
千
円
、

3
2
9
・
3
％
の
増
と
な
り
ま
し

た
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
東
日
本
大
震

災
復
興
基
金
を
創
設
す
る
た
め
の

条
例
議
案
や
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
人
事
議
案
な
ど
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
各
種
会
計
決
算
お
よ
び

各
種
会
計
本
予
算
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
本
紙
14
～
24
ペ
ー
ジ
で
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
第
3
回
議
会
定
例
会
の

審
議
内
容
に
つ
い
て
は
、
議
会
だ

よ
り
や
ま
も
と（
11
月
1
日
発

行
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
子
ど
も
手
当
」制
度
が

変
わ
り
ま
し
た

　

今
ま
で
、
一
律
月
1
3
、0
	0
	

0
円
の
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
10
月
分
か
ら
は
次
の

支
給
額
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　
10
月
以
降
の
子
ど
も
手
当
を
受

け
取
る
た
め
に
は
、
新
た
に
申
請

が
必
要
で
す
。

　
平
成
23
年
10
月
1
日
時
点
で
受

給
資
格
の
あ
る
方
は
、
平
成
24
年

3
月
末
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
10

月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
後
日
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
速
や

か
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問	

保
健
福
祉
課　
福
祉
班

☎
37
―
1
1
1
3（
内
線
1
4
4
）

生
活
保
護
相
談
窓
口
が

設
置
さ
れ
ま
す

日
時　

11
月
10
日
㈭
、
17
日
㈭
、

24
日
㈭　
10
時
～
15
時

場
所　
役
場
仮
庁
舎
1
階

　
　
　
第
3
相
談
室

留
意
事
項

・
当
日
は
、
宮
城
県
仙
台
保
健
福

祉
事
務
所
の
担
当
者
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

・
ご
希
望
の
方
は
、
前
日
ま
で
に

左
記
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

・
相
談
窓
口
は
、
平
成
24
年
3
月

ま
で
祝
日
除
く
、
毎
週
木
曜
日

実
施
予
定
で
す
。

・
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
後

日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問	

保
健
福
祉
課　
福
祉
班

☎
37
―
1
1
1
3（
内
線
1
4
3
）

町
民
バ
ス
の
休
日
貸
し

出
し
再
開
の
お
知
ら
せ

　
東
日
本
大
震
災
後
、
中
止
し
て

い
ま
し
た
町
民
バ
ス「
ぐ
る
り
ん

号
」の
貸
し
出
し
を
再
開
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
貸
出
日　
日
曜
日
・
祝
日

（
年
始
年
末
を
除
く
）

■
利
用
対
象
団
体

　
公
用
バ
ス
利
用
可
能
団
体
お
よ

び
登
録
団
体（
平
成
22
年
度
か
ら

継
続
）

問	

企
画
財
政
課　
企
画
班

☎
37
―
1
1
1
8（
内
線
2
2
6
）

利
用
し
や
す
い

町
民
バ
ス「
ぐ
る
り
ん

号
」を
目
指
し
て

　
9
月
5
日
と
先
月
4
日
の
2
回

に
わ
た
り
、
山
元
町
地
域
公
共
交

通
会
議
専
門
部
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
「
ぐ
る
り
ん
号
」の
運
行
改
善
に

つ
い
て
は
、
昨
年
9
月
か
ら
検
討

し
て
き
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震

災
の
た
め
一
時
中
断
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
た
び
、
こ
れ
ま

で
の
検
討
結
果
を
見
直
す
と
と
も

に
、
震
災
復
旧
・
復
興
を
視
野
に

入
れ
た
新
た
な
改
善
を
行
う
た
め

検
討
を
再
開
し
ま
し
た
。

　
今
後
、
山
元
町
の
震
災
復
興
計

画
に
基
づ
き
、
順
次
、
段
階
を
追

っ
て
改
善
に
取
組
む
た
め
、
再
度

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
な
ど
、

検
討
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

問	

企
画
財
政
課　
企
画
班

☎
37
―
1
1
1
8（
内
線
2
2
6
）

山
元
町
地
域
復
興
組
合

の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
！

　
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
農

地
を
耕
作
す
る
方
々
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
山
元
町
地
域
復
興
組
合

が
、
先
月
1
日
㈯
、
草
刈
り
や
ゴ

ミ
・
ガ
レ
キ
の
回
収
作
業
を
開
始

し
ま
し
た
。

　
1
日
、
2
日
と
も
天
候
に
も
恵

ま
れ
、2
日
間
で
2
5
0
人
が
参

加
。
活
動
開
始
に
あ
た
り
、Ｊ
Ａ

坂
元
支
所
で
は
星
組
合
長
が
、Ｊ

Ａ
山
下
支
所
で
は
齋
藤
副
組
合
長

が
、「
山
元
町
の
基
幹
産
業
で
あ

る
農
業
の
基
と
な
る
農
地
の
復
興

こ
そ
が
町
の
復
興
と
な
り
ま
す
。

組
合
員
皆
さ
ん
の
手
で
山
元
町
を

復
興
さ
せ
る
と
い
う
気
持
ち
で
作

業
に
従
事
し
て
ほ
し
い
」と
激
励

し
ま
し
た
。

　
身
の
丈
ほ
ど
に
伸
び
た
草
を
刈

っ
た
り
、
土
に
埋
も
れ
た
ガ
レ
キ

類
を
引
っ
張
り
出
し
た
り
と
、
悪

戦
苦
闘
す
る
組
合
員
の
姿
が
各
所

で
見
ら
れ
ま
し
た
が
、「
仮
設
住

宅
で
生
活
し
、
環
境
の
変
化
で
気

が
滅
入
っ
て
い
た
が
、
み
ん
な
で

作
業
し
て
汗
を
流
し
た
り
、
世
間

話
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
す
ご
く

気
持
ち
い
い
の
で
、
毎
日
で
も
参

加
し
た
い
」と
い
う
声
が
聞
か
れ

ま
し
た
。
復
興
組
合
の
作
業
は
、

来
年
2
月
末
ま
で
続
く
予
定
で
す
。

問	

産
業
振
興
課　
農
政
班

☎
37
―
1
1
1
9（
内
線
2
4
2
）

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

車
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た

　
9
月
22
日
、
役
場
仮
庁
舎
前
で

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
車
の
贈
呈

式
が
行
わ
れ
、
㈳
宮
城
県
防
犯
協

会
連
合
会
の
井
上
会
長
か
ら
山
元

町
防
犯
協
会
会
長
の
齋
藤
町
長
に

対
し
、
目
録
と
車
の
鍵
が
手
渡
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
の
車
は
、
日
本
宝
く
じ
協
会

が
事
業
の
一
環
で
購
入
し
、
㈳
宮

城
県
防
犯
協
会
連
合
会
に
譲
渡
し

た
も
の
で
す
。

　
引
き
渡
し
を
受
け
た
齋
藤
町
長

は
、
御
礼
と
と
も
に「
町
民
の
皆

さ
ん
が
安
全
・
安
心
な
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
積
極
的

な
防
犯
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た

い
」と
決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

　
贈
呈
式
に
立
ち
会
っ
た
防
犯
パ

ト
ロ
ー
ル
隊
の
砂
金
隊
長
ら
2
人

は
、
井
上
会
長
、
齋
藤
町
長
に
対

し
、「
パ
ト
ロ
ー
ル
に
出
動
し
ま

す
！
」と
申
告
し
た
後
、
さ
っ
そ

く
真
新
し
い
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
車
に
乗
り
込
み
、
町
内
巡
回
に

向
け
出
動
し
ま
し
た
。

　
町
防
犯
協
会
で
は
、引
き
続
き
、

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
を
中
心
に
、

更
な
る
地
域
安
全
活
動
を
展
開
し

て
い
き
ま
す
。

問	

総
務
課　
安
全
対
策
班

☎
37
―
1
1
1
1（
内
線
2
1
2
）

車
の
器
物
損
壊
に
注
意
！

　
仮
設
住
宅
に
お
い
て
、
駐
車
中

に
キ
ズ
を
つ
け
た
り
、
タ
イ
ヤ
を

パ
ン
ク
さ
せ
た
り
す
る
事
案
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

■
県
内
仮
設
住
宅
に
お
け
る

�

器
物
損
壊
被
害
認
知
件
数

○
14
件

　
・
タ
イ
ヤ
の
パ
ン
ク
　

8
件

　
・
キ
ズ
　
　
　
　
　
　

6
件

※
平
成
23
年
8
月
現
在

【
注
】�町
内
仮
設
住
宅
で
も
多

数
発
生
！

☆
防
犯
上
の
ポ
イ
ン
ト

○�

駐
車
ト
ラ
ブ
ル
を
な
く
す
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
駐
車
場
所
を

決
め
、
通
路
な
ど
に
は
駐
車
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○�

不
審
な
人
物
を
見
か
け
た
ら
、

す
ぐ
に
1
1
0
番
通
報
し
ま

し
ょ
う
。

平成23年秋季全国火災予防運動
～「消したはず」決めつけないで もう一度～

　この運動は、火災の発生しやすい時季を迎える
にあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、地
域の防火・防災力の向上と火災の発生を防止す
ることを目的として、毎年展開されるものです。
　これからの季節は、空気が乾燥し火災が大変
発生しやすくなります。火の元には、十分注意
してください。
●実施期間
　11月9日㈬から15日㈫までの7日間
●重点目標
　⑴住宅防火対策の推進
　⑵放火火災・連続放火火災防止対策の推進
　⑶�特定防火対象物等における防火安全対策
の徹底

　⑷�製品火災の発生防止に向けた取り組みの
推進

問�総務課　安全対策班� ☎37-1111（内線214）

第
3
回
山
元
町
議
会
定
例
会

�

平
成
22
年
度
決
算
を
認
定
　

�

平
成
23
年
度
本
予
算
を
可
決

年　齢 子ども手当月額
3歳未満 15,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円
（第3子以降は
15,000円）

中 学 生 10,000円

町の安全を見守るニューフェイス

火の元にご注意を！

作業に汗を流す組合員の皆さん
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「
第
63
回
人
権
週
間
」の

お
知
ら
せ

人
権
週
間
と
は
？

　
国
際
連
合
は
、
昭
和
23
年
の
第

3
回
総
会
で
世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
、
採
択

日
の
12
月
10
日
を「
人
権
デ
ー
」

と
定
め
た
も
の
で
、
加
盟
国
に
対

し
人
権
擁
護
活
動
を
推
進
す
る
た

め
の
各
種
行
事
を
実
施
す
る
よ
う

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　
法
務
省
お
よ
び
全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
は
、
関
係
機
関
等
の

協
力
を
得
て「
人
権
デ
ー
」を
最

終
日
と
す
る
1
週
間
を「
人
権
週

間
」と
定
め
、
人
権
尊
重
思
想
の

普
及
高
揚
の
た
め
の
啓
発
活
動
を

全
国
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

■
特
設
人
権
相
談
日

　
こ
の
週
間
に
あ
わ
せ
、
特
設
人

権
相
談
会
を
開
設
し
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　
12
月
5
日
㈪

　
　
　
10
時
～
15
時

場
所　
第
1
会
議
室

　
　
　
（
役
場
仮
庁
舎
1
階
）

問	

町
民
生
活
課　
生
活
班

☎
37
―
1
1
1
2（
内
線
1
2
1
）

仙
台
法
務
局　
人
権
擁
護
部

☎
0
2
2
―
2
2
5
―
5
7
3
9

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間

　
仙
台
法
務
局
お
よ
び
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
14
日

㈪
か
ら
20
日
㈰
ま
で
の
7
日
間
、

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間
を
実
施
し
ま

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ

い
て
、
人
権
擁
護
委
員
が
電
話
相

談
に
応
じ
ま
す
。

■
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
電
話
番
号

☎
0
5
7
0
―
0
7
0
―
8
1
0

問	

仙
台
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
0
2
2
―
2
2
5
―
5
7
3
9

山
元
町

ふ
る
さ
と
振
興
基
金
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

　
山
元
町
ふ
る
さ
と
振
興
基
金
は

町
民
と
の
協
働
の
推
進
お
よ
び
住

民
活
動
の
活
発
化
へ
の
き
っ
か
け

づ
く
り
を
目
的
に
、
ま
ち
づ
く
り

活
動
団
体
等
を
積
極
的
に
推
進
し

て
い
る
団
体
等
に
対
し
て
、
そ
の

活
動
経
費
の
一
部
を
支
援
す
る
も

の
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
次
の
と
お
り
補
助

対
象
の
枠
を
広
げ
、
幅
広
い
事
業

に
対
し
て
活
動
経
費
の
支
援
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

積
極
的
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
補
助
対
象
者

・
行
政
区

・
各
種
ま
ち
づ
く
り
団
体

　
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
老
人
会
、
青
年
会
、

女
性
の
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
、サ
ー
ク
ル
団
体
な
ど
）

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人（
特
定
非
営
利
活

動
促
進
法
に
規
定
す
る
も
の

で
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

が
町
内
に
あ
る
N
P
O
法
人
）

■
補
助
対
象
と
な
る
活
動

・
先
進
地
視
察
や
姉
妹
都
市
へ
の

国
内
研
修

・
ま
ち
づ
く
り
活
動

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス（
地

域
の
課
題
や
活
性
化
に
対
応
す

る
た
め
の
事
業
）

・
特
に
地
域
振
興
に
資
す
る
と
認

め
ら
れ
る
事
業

■
補
助
率
お
よ
び
上
限

・
対
象
団
体
や
対
象
活
動
に
応
じ

て
、
補
助
率
お
よ
び
補
助
の
上

限
が
あ
り
ま
す
。

　
（
補
助
率
50
％
～
90
％
、
上
限

額
5
万
円
～
50
万
円
）

・
そ
の
他
詳
し
く
は
、
次
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問	

企
画
財
政
課　
企
画
班

☎
37
―
1
1
1
8（
内
線
2
2
4
）

「
海
岸
ク
リ
ー
ン
作
戦
」を

�

中
止
し
ま
す

　
今
年
度
の「
海
岸
ク
リ
ー
ン
作

戦
」に
つ
い
て
は
、
震
災
の
影
響

に
よ
り
中
止
し
ま
す
。

問	

町
民
生
活
課�

生
活
班

☎
37
―
1
1
1
2（
内
線
1
2
3
）

ご
み
に
関
す
る
お
知
ら
せ

■
生
活
ご
み
の
出
し
方

　
生
活
ご
み
に
つ
い
て
は
、
指
定

さ
れ
た
分
別
と
出
し
方（
袋
・
コ

ン
テ
ナ
・
ヒ
モ
で
く
く
る
な
ど
）

で
、
袋
に
は
行
政
区
お
よ
び
氏
名

を
記
入
し
、
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
で

定
め
ら
れ
た
日
の
8
時
30
分
ま
で

に
定
め
ら
れ
た
集
積
所
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
粗
大
ご
み
の
出
し
方

　
ご
家
庭
で
不
要
と
な
っ
た
粗
大

ご
み
に
つ
い
て
は
、
亘
理
清
掃
セ

ン
タ
ー
が
被
災
し
た
た
め
、
当
分

の
間
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
亘
理
清
掃
セ
ン
タ
ー
は

来
年
9
月
ま
で
に
復
旧
す
る
見
込

み
で
す
。

・
搬
入
場
所

　
名
取
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
2
―
3
8
4
―
5
3
5
5

　
岩
沼
清
掃
セ
ン
タ
ー

　
☎
24
―
0
8
6
8

・
受
付
曜
日

　
月
曜
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

・
受
付
時
間

　
午
前
の
部　
9
時
～
11
時
30
分

　
午
後
の
部　
13
時
～
16
時

　
な
お
、
自
分
で
搬
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
、
次
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

・
代
行
運
搬
を
利
用
す
る

　

☎
37
―
3
4
1
0
で
予
約
し
て

い
た
だ
く
と
、
ご
自
宅
ま
で
亘
理

名
取
共
立
衛
生
処
理
組
合
の
委
託

業
者
が
収
集
に
伺
い
ま
す
。

・
許
可
業
者
に
依
頼
す
る

　
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
巻
末
の

「
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
」に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

い
ず
れ
の
場
合
も
有
料
と
な
り

ま
す
。

■
施
設
開
所
日
の
中
止
に
つ
い
て

　
震
災
前
ま
で
は
日
曜
日
の
施
設

開
所
日
を
設
け
て
い
ま
し
た
が
、

亘
理
清
掃
セ
ン
タ
ー
が
被
災
し
廃

棄
物
の
処
理
・
処
分
の
見
通
し
が

つ
か
な
い
状
況
の
た
め
、
今
年
度

の
各
施
設（
名
取
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
・
岩
沼
清
掃
セ
ン
タ
ー
）の

開
所
日
を
中
止
し
ま
す
。
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問	

町
民
生
活
課�

生
活
班

☎
37
―
1
1
1
2（
内
線
1
2
3
）

亘
理
名
取
共
立
衛
生
処
理
組
合

☎
22
―
1
7
1
7

復興支援事業

「心をひとつに！山元町ふれあい産業祭」

日時　11月23日（水・祝）10時～ 14時　　会場　役場駐車場（北側）
　アップルラインふれあい市と商工産業祭がひとつになり開催される今回のイベントには全
国の特産品が一堂に会するほか、チャリティーフリーマーケットが開催されます。

復興支援ブース チャリティーフリーマーケット
　震災発生時から温かいご支援をいただいている団体や全国17の自
治体（協賛団体参照）による地場産品等のチャリティー販売を行いま
す。この売り上げはすべて町の復興に充てられます。
○�一例：タマネギ（北海道札幌市）・トマトジュース（北海道伊達市）・
いのしし鍋（群馬県中之条町）・焼き鳥…宮崎地鶏「地

じ
頭
とっ
鶏
こ
」（宮崎

県）・みかん（広島県江田島市）・パエリア、りんごのタルト（大鍋プ
ロジェクト）・ホットドッグ、パンケーキ（ロイヤル㈱）

※数量限定（メニューは変更になる場合があります）

　全国から寄せられた支援物
資のうち、被災された方に均
等に配布できない生活用品等
の販売を行います。この売り
上げは被災者への義援金に充
てられます。開催場所は中央
公民館南のＷＦＰテントとな
ります。

　その他にも、リンゴの試食やリンゴジュースの試飲、商工者による地場産品の展示即売や屋台コーナー
が行われるほか、食育フェア、町民文化祭も併せて開催されます。

主催　山元町・亘理山元商工会
主管　山元町ふれあい産業祭実行委員会
協賛　北海道札幌市、北海道伊達市、埼玉県松伏町、東京都日の出町、神奈川県鎌倉市、群馬県中之条町、
岐阜県郡上市、愛知県半田市、兵庫県朝来市、兵庫県加古川市、広島県江田島市、愛媛県、愛媛県八幡浜市、
福岡県福岡市、宮崎県（チームみやざき）、宮崎県高原町、宮崎県都城市、亘理ロータリークラブ、NPO大
鍋プロジェクト実行委員会、ロイヤル株式会社　（順不同・10月24日現在）

問�亘理山元商工会　山元事務所　☎37-0543
� 産業振興課　地域振興班　☎37-1119（内線248）

駐車場に関するお願い
　会場駐車場は、役場入口（国道6号側）からのみの入場となります。台数に限りがありますので、満車
の際には、第2駐車場（山下小学校）、第3駐車場（山下中学校）をご利用ください。シャトルバスを運行
しています。
　なお、会場周辺の住宅街への路上駐車はくれぐれもご遠慮願います。誘導員の指示により、役場入口、
または第2・第3駐車場へお回りください。
※第2駐車場は、天候により使用できない場合がありますので、ご了承願います。

■
町
民
文
化
祭
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

�

お
よ
び
内
容

○
展
示
の
部（
作
品
展
示
）

・
期
間　
11
月
19
日（
土
）

	

～
23
日（
水
・
祝
）

・
会
場　
中
央
公
民
館

　
　
　
　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

○
芸
能
の
部（
ス
テ
ー
ジ
発
表
）

・
期
日　
11
月
23
日（
水
・
祝
）

・
会
場　
中
央
公
民
館

　
　
　
　
大
ホ
ー
ル

※�

そ
の
他
、
お
茶
席
や
囲
碁
・
将

棋
の
フ
リ
ー
対
局
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

各
戸
配
付
さ
れ
る
チ
ラ
シ
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問	

生
涯
学
習
課　
生
涯
学
習
班

☎
37
―
5
1
1
6（
内
線
4
2
6
）

み
ん
な
で
育
て
よ
う　
ふ
る
さ
と
の
文
化

「
第
35
回
町
民
文
化
祭
」

�
開
催
の
お
知
ら
せ

　
今
月
19
日（
土
）か
ら
23
日（
水・

祝
）ま
で
、
中
央
公
民
館
な
ど
を

会
場
に
、
山
元
町
町
民
文
化
祭
を

開
催
し
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
山
元
町
文
化
協
会

加
盟
団
体
に
よ
る
書
画
や
写
真
、

盆
栽
な
ど
の
作
品
展
示
や
舞
踊
、

民
謡
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ
発
表
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　
芸
術
文
化
活
動
の
成
果
を
ぜ
ひ

ご
観
賞
く
だ
さ
い
。

開設時間
期　日 時　間

11月14日㈪
� ～ 18日㈮

8時30分
� ～ 19時

11月19日㈯、
� 20日㈰

10時
� ～ 17時

※相談料　無料
※秘密厳守、予約不要
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中
山
熊
野
堂
仮
設
住
宅
集
会
所

に
併
設
す
る
形
で
山
元
町
地
域
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
完
成
し
、
先

月
1
日
㈯
に
開
所
式
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
式
典
に
は
、
町
議
会
議
長
を
は

じ
め
、
関
係
議
員
、
民
生
委
員
、

各
仮
設
住
宅
行
政
連
絡
員
、中
山・

磯
・
中
浜
区
長
、
地
域
住
民
ら
約

50
人
が
出
席
。

　
開
会
に
あ
た
り
、
齋
藤
町
長
は

「
当
セ
ン
タ
ー
は
、
介
護
保
険
の

対
象
と
な
ら
な
い
中
・
高
齢
者
の

方
々
の
閉
じ
こ
も
り
や
身
体
機
能

の
低
下
を
防
止
し
、
心
身
と
も
に

安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、立
ち
上
げ
た
も
の
で
す
。

被
災
さ
れ
た
方
々
が
1
日
も
早
く

心
安
ら
か
な
生
活
に
戻
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、〝
チ
ー
ム
山
元
〟

心
を
ひ
と
つ
に
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
す
」と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
齋
藤
町
長
、
佐
藤

議
長
、
伊
藤
民
生
児
童
委
員
協
議

会
会
長
、
中
山
区
長
、
岩
佐
当
仮

設
住
宅
行
政
連
絡
員
の
5
人
に
よ

る
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、
出

席
者
一
同
で
当
セ
ン
タ
ー
の
開
所

を
祝
い
ま
し
た
。

　

山
元
町
地
域
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
は
、仮
設
住
宅
に
お
け
る
中・

高
年
層
の
単
身
者
等
の
孤
独
死
、

身
体
機
能
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
、

支
援
員
に
よ
る
相
談
支
援
や
地
域

住
民
等
の
交
流
の
場
の
確
保
、
配

食
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
行
い
、

閉
じ
こ
も
り
の
防
止
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
、
介
護
予
防
の
推
進

や
健
康
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、町
が
立
ち
上
げ
た
も
の
で
す
。

　

相
談
室
や
調
理
室
、
静
養
室
、

入
浴
設
備
を
完
備
し
た
当
セ
ン

タ
ー
で
は
、
集
会
所
を
共
用
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
、

主
に
次
の
4
事
業
を
行
い
ま
す
。

①
訪
問
事
業

　
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
て
い

る
住
民
に
対
し
て
、
保
健
師
等
が

訪
問
す
る
こ
と
で
、
孤
独
死
等
を

未
然
に
防
止
し
ま
す
。

②
健
康
相
談
会

　
仮
設
住
宅
に
入
居
さ
れ
て
い
る

方
に
対
し
、
健
康
相
談
と
医
療
情

報
の
提
供
を
行
い
、
安
心
し
た
日

常
生
活
が
送
れ
る
よ
う
支
援
し
ま

す
。

③
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
仮
設
住
宅
に
入
居
さ
れ
た
ひ
と

り
暮
ら
し
、
ま
た
は
ふ
た
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
等
に
対
し
、
配
食

サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
、
高
齢
者
の

低
栄
養
の
早
期
発
見
・
改
善
を
図

る
と
と
も
に
、
集
ま
れ
る
場
所
を

提
供
す
る
こ
と
で
地
域
の
中
で
支

え
あ
う
仲
間
づ
く
り
や
ひ
と
り
暮

ら
し
高
齢
者
の
安
否
確
認
を
行
い

ま
す
。

④
サ
ロ
ン
事
業

　
虚
弱
な
高
齢
者
が
要
介
護
状
態

へ
移
行
す
る
こ
と
を
予
防
す
る
た

め
、
介
護
予
防
教
室
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
地
域
活
動
の
再
生
を

図
る
た
め
に
、
子
ど
も
か
ら
高
齢

者
ま
で
交
流
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

な
趣
味
の
活
動
や
語
ら
い
の
場
を

提
供
し
、
地
域
の
子
ど
も
か
ら
高

齢
者
ま
で
交
流
で
き
る
場
を
確
保

し
ま
す
。

利
用
者
募
集
中
！

■
サ
ロ
ン
事
業

○
対
象
者　
仮
設
住
宅
に
お
住
ま

い
の
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
に

該
当
し
な
い
方

○
内
容

・�

お
茶
の
み
サ
ロ
ン　
楽
し
く
お

し
ゃ
べ
り
し
た
り
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
、
気
軽

に
参
加
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
で

す
。

・�

入
浴
サ
ー
ビ
ス　
仮
設
住
宅
の

お
風
呂
よ
り
も
洗
い
場
が
広

く
、
手
す
り
が
つ
い
て
お
り
、

浴
槽
も
浅
い
た
め
入
り
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。

※�

ご
利
用
可
能
な
方
は
、
ご
自
身

で
入
浴
で
き
る
方
に
限
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

・�

各
種
健
康
増
進
運
動　
ス
ト
レ

ッ
チ
、
有
酸
素
運
動
、
簡
易
の

器
具
を
使
用
し
た
運
動
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

☆�

お
住
ま
い
の
仮
設
住
宅
集
会
所

か
ら
送
迎
し
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
通
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
利
用
料
金　
3
0
0
円

※�

開
催
日
程
に
つ
い
て
は
、
チ
ラ

シ
や
各
仮
設
住
宅
集
会
所
前
に

ポ
ス
タ
ー
等
を
掲
示
し
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

申	

地
域
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
38
―
5
8
8
1

■
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

○
対
象
者　
仮
設
住
宅
に
お
住
ま

い
の
ひ
と
り
暮
ら
し
、
ま
た
は

ふ
た
り
暮
ら
し
で
、
65
歳
以
上

の
介
護
保
険
に
該
当
し
な
い
方

○
時
間　
12
時
～
13
時

○
内
容

・�

各
仮
設
住
宅
集
会
所
に
、週
1

～
2
回
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

し
ま
す
。

・�

個
別
の
栄
養
相
談
や
集
団
的
な

栄
養
教
育
を
行
い
ま
す
。

・�

栄
養
士
が
食
に
関
す
る
ア
セ
ス

メ
ン
ト（
事
前
評
価
）や
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
約
2
カ
月

後
の
状
況
を
お
話
し
ま
す
。

○
利
用
料
金　
1
回
3
0
0
円

申	

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
37
―
3
9
0
1

■
健
康
相
談
会

　

各
仮
設
住
宅
集
会
所
で
保
健

師
・
看
護
師
等
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。

○
時
間　
10
時
～
12
時

○
内
容　
血
圧
測
定
、健
康
相
談
、

健
康
講
話
等

○
料
金　
無
料

※�

申
し
込
み
不
要
。

※�

開
催
時
期
に
つ
い
て
は
、
チ
ラ

シ
や
各
仮
設
住
宅
集
会
所
前
に

ポ
ス
タ
ー
等
を
掲
示
し
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問	

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
37
―
3
9
0
1（
内
線
1
3
1
）

介
護
認
定
調
査
員

（
臨
時
職
員
）を

�
募
集
し
ま
す

　
介
護
保
険
の
認
定
申
請
の
あ
っ

た
方
の
自
宅
な
ど
を
訪
問
し
、
心

身
の
状
態
を
調
査
す
る
介
護
認
定

調
査
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
任
用
期
間　
任
用
月
以
降
～　

平
成
24
年
3
月（
更
新
あ
り
）

■
業
務
内
容　
要
介
護
認
定
調
査

の
実
施
お
よ
び
調
査
認
定
票
の

作
成
・
提
出

■
応
募
資
格

①
看
護
師
資
格
を
有
す
る
方

②�

介
護
認
定
調
査
の
経
験
の
あ
る

方
③�

認
定
調
査
に
必
要
な
移
動
手
段

（
自
動
車
等
）の
確
保
が
で
き
る

方
■
勤
務
日　
応
相
談

■
募
集
人
数　
若
干
名

■
応
募
方
法　
事
前
に
左
記
ま
で

連
絡
の
う
え
、
履
歴
書
・
資
格

を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

　
平
日
8
時
30
分
～
17
時
15
分

■
締
め
切
り

　
12
月
22
日
㈭　
17
時
15
分

問	

保
健
福
祉
課�

介
護
班

☎
37
―
1
1
1
3（
内
線
1
3
1
）

笑
顔
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
の
拠
点
施
設

�
山
元
町
地
域
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン

トイレ 静養室 玄関 ホール 倉庫 相談室

中山熊野堂仮設住宅集会室

調理室キッチン事務室
浴室

トイレ

更衣室

浴室（サロン事業）浴室（サロン事業） 配食サービス配食サービス 健康相談会健康相談会サロン事業サロン事業

相談室（訪問事業）相談室（訪問事業）

山元町地域サポートセンター見取り図
（中山熊野堂仮設住宅集会所併設） N

出席者一同で開所を祝いました
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■問�空間放射線量関係：総務課 安全対策班 ☎37-1111 ／水道水関係：上下水道事業所 庶務班 ☎37-1120
　�農林水産物関係：産業振興課 農政班 ☎37-1119

　

11
月
13
日
㈰
は
、宮
城
県
議
会

議
員
一
般
選
挙
お
よ
び
山
元
町
議

会
議
員
一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す
。

　
貴
重
な
一
票
を
無
駄
に
し
な
い

よ
う
、
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
投
票
し

ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
当
日
の
投
票
時
間
は
、

午
前
7
時
か
ら
午
後
7
時
ま
で
で

す
。
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
、
お

願
い
し
ま
す
。

◎
投
票
所
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
こ
の
た
び
の
震
災
に
よ
り
、
被

災
を
受
け
た
沿
岸
部
を
中
心
に
投

票
所
を
見
直
し
ま
し
た
。

　
投
票
日
当
日
の
投
票
所
は
、
10

月
18
日
現
在
で
住
民
登
録
し
て
い

る
区
域
の
投
票
区
の
投
票
所
に
な

り
ま
す
。
応
急
仮
設
住
宅
や
ア

パ
ー
ト
な
ど
に
引
っ
越
し
た
と
し

て
も
、
転
居
届
等
を
提
出
し
な
い

宮城県議会議員一般選挙
山元町議会議員一般選挙
～投ひょうは あなたが主役 さぁ行こう～
告 示 日 11月 4 日㈮
投 票 日 11月13日㈰
投票時間 午前7時から午後7時まで

限
り
、
住
所
地
の
投
票
所
で
の
投

票
と
な
り
ま
す
。
お
手
元
に
届
く

「
投
票
所
入
場
券
」に
記
載
さ
れ
た

投
票
所
名
を
ご
確
認
の
う
え
、
ご

来
場
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
次
の
投
票
所
に
該
当
さ

れ
る
方
は
、
特
に
ご
来
場
の
際
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
第
6
投
票
所
　
坂
元
小
学
校

　
震
災
に
よ
り
校
舎
北
側
の
法
面

が
崩
れ
て
い
る
た
め
、
校
舎
北
側

の
側
道
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
お

車
は
、
校
庭
西
側
入
口
か
ら
校
庭

へ
乗
り
入
れ
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、
学
校
周
辺
の

道
路
が
狭
い
た
め
、
下
記
の
地
図

の
と
お
り
一
方
通
行
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
第
7
投
票
所
　
山
下
小
学
校

　
体
育
館
を
投
票
所
に
使
用
し
ま

す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
駐
車
場
に
つ
い

て
は
、
山
下
中
学
校
体
育
館
周
り

東
側
の
駐
車
場
の
ご
利
用
を
お
願

い
し
ま
す
。

第1投票所
山下第一小学校

（八手庭・横山・大平・
小平・牛橋）

第2投票所
山元町勤労青少年ホーム
（鷲足・山寺・山下・

浅生原）

第3投票所
高瀬農村集落
多目的センター
（高瀬）

第4投票所
合戦原学堂

（合戦原・療養所・
新浜・笠野）

第5投票所
真庭区民会館
（真庭・久保間）

第6投票所
坂元小学校

（中山・下郷・町・上平・磯・中浜）

第7投票所
山下小学校
（花釜）

■問�選挙管理委員会 事務局　☎37-1111（内線214）

※�役場は東北電力がサーベイメータで、それ以外の施設は町職員等が簡易型環境放射線モニタでそれぞれ測定した値です。

空間放射線量測定結果の推移  
　町では、現在次の21カ所で空間放射線量の測定を実施しています。
　その測定値は、今のところ「健康に影響を与えるレベルではありません」ので、ご安心ください。
　なお、この測定結果は、町ホームページに掲載しているほか、りんごラジオ（80.7MHz）でもお知らせして
います。

水道水放射能測定結果��
　水道水の放射能測定結果は、下記のとおり「不検出」となっていますので、安心してご使用ください。

採　取　場　所 採取日 用　途 結果
食品衛生法に基づく
乳児の飲用に関する
暫定的な指標値

原子力安全委員会が
定めた飲食制限に関
する指標値

仙南・仙塩広域水道
南部山浄水場（白石市） 10月18日

放射性ヨウ素
不検出

100Bq/kg 300Bq/kg
放射性セシウム 無 200Bq/kg

山元町横山・小平・山下
坂元　深井戸 10月18日

放射性ヨウ素
不検出

100Bq/kg 300Bq/kg
放射性セシウム 無 200Bq/kg

※県公表の水道水放射線測定結果（南部山浄水場・町内深井戸ともに、10月19日測定）

町内の米の放射性物質測定結果（本調査）��
　9月20日、町内4カ所でサンプリングした米の放射性物質測定（本調査）結果については、すべての地点で
「不検出」となり、安全性が確認できました。
　この結果をもって、本町産の米の出荷・販売が開始されます。

採　取　場　所 測定値
放射性セシウム

食品衛生法に基づく食品中の放射性物質の暫定規制値（500Bq/Kg）の
概ね2分の1の数値を切り下げた値

八手庭、浅生原、真庭、久保間 不検出 200Bq/kg

町内放射線（能）関連情報

μSv/h

μSv/h

μSv/h

μSv/h

坂元中山下中坂元小山下小山一小

中山仮設住宅バス停前山下駅前坂元駅前 西牛橋（西）ぐるりん号バス停前上平消防ポンプ置場前工房地球村やまもと幼稚園山元支援学校 ふじ幼稚園

北保育所 南保育所（老人憩いの家）少年の森中央公民館坂元支所役場

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

10/2510/2010/1810/1410/1210/710/510/3

10/2510/2010/1810/1410/1210/710/510/3

10/2510/2010/1810/1410/1210/710/510/3

10/2510/2010/1810/1410/1210/710/510/3
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

0.140.140.140.14
0.14 0.130.14

0.140.13
0.14
0.140.13

0.13
0.14
0.140.130.14

0.230.24
0.21

0.24
0.21

0.22
0.22

0.190.160.170.180.160.170.17
0.200.220.200.19

0.25

0.17
0.170.18

0.120.130.120.130.130.120.130.12

0.250.270.27
0.300.31

0.210.25
0.210.25

0.240.250.26

0.290.29
0.26

0.25

0.15

0.220.190.190.180.170.20

0.10

0.16

0.09

0.110.160.14
0.13

0.13

0.08
0.13

0.11

0.090.090.09

0.16

0.11

0.240.260.250.250.250.250.250.25

0.14
0.14

0.120.120.120.140.120.13
0.14

0.160.15
0.18

0.14

0.180.180.18

0.15
0.14

0.14
0.150.160.170.16 0.150.160.16

0.140.140.150.140.15

0.480.480.500.480.46
0.49

0.460.48

0.120.130.120.130.130.120.140.13
0.120.130.120.130.130.130.140.14

0.160.160.160.160.150.140.150.15

■ その他施設等②　

■ 町施設 ■ 小・中学校

■ その他施設等①　

至坂元

萬福寺
神社

至仙台

国
道
６
号

コンビニ

宮城病院

至仙台

国
道
６
号

やまもと幼稚園

コ
ン
ビ
ニ

寺

至仙台

至相馬

国
道
６
号

山元町
役場

至角田

至仙台

至相馬

国
道
６
号

小学校校舎

校庭（駐車場）

講堂

県道（角田山元線）

坂元支所

小学校
体育館

中学校
体育館

駐車場
消防署

中学校校舎 小学校校舎

国
道
6
号
線
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特集 平成22年度決算公表

■
東
日
本
大
震
災
関
連

●
災
害
救
助
費	

1
4
3
、6
9
6
千
円

　
避
難
所
設
置
・
運
営
経
費

	

8
、7
5
8
千
円

　
炊
き
出
し
他
食
品
給
与
経
費

	

3
1
9
千
円

　
飲
料
水
の
供
給
経
費	

3
1
1
千
円

　
生
活
必
需
品
給
与
経
費	

1
0
4
千
円

　
医
療
・
助
産
経
費	

1
、3
9
5
千
円

　
被
災
者
救
出
経
費	

7
2
1
千
円

　
埋
葬
経
費	

1
3
、0
0
4
千
円

　
ご
遺
体
捜
索
経
費	

3
9
、1
3
1
千
円

　
ご
遺
体
処
理
経
費	

8
、8
7
0
千
円

　
輸
送
経
費	

5
、4
6
5
千
円

　
賃
金
職
員
等
雇
用
経
費	

6
、4
6
2
千
円

　
救
助
事
務
費	

5
8
、3
0
6
千
円

　
福
祉
避
難
所
経
費	

8
5
0
千
円

●
災
害
復
旧
事
業	

2
、7
0
5
千
円

■
総
務
費

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業

	

7
、0
3
5
千
円

　
地
域
情
報
通
信
整
備
事
業

	

6
1
、7
3
0
千
円

■
民
生
費

　
子
ど
も
手
当
・
児
童
手
当
給
付
事
業

	

2
3
2
、7
0
0
千
円

■
労
働
費

　
雇
用
対
策
事
業	

6
1
、9
6
0
千
円

■
農
林
水
産
業
費

　
食
糧
需
給
総
合
対
策
費

	

1
5
、9
9
7
千
円

■
土
木
費

　
道
路
新
設
・
維
持（
新
設
改
良
・
戸
花
川
）

	

2
2
5
、9
2
9
千
円

■
教
育
費

　
山
小
・
山
一
小
耐
震
補
強
工
事

	

2
0
5
、6
4
9
千
円

　
文
化
財
発
掘
調
査
経
費

	

3
7
、8
2
5
千
円

■表1　一般会計・特別会計決算一覧表 （単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

一 般 会 計 歳入 6,121,669 5,836,582 285,087 4.9
歳出 5,492,917 5,519,031 △26,114 △0.5

特
別
会
計

国民健康保険事業 歳入 2,056,865 2,253,704 △196,839 △8.7
歳出 1,957,413 2,023,910 △66,497 △3.3

老 人 保 健 歳入 16,615 53,380 △36,765 △68.9
歳出 16,615 41,116 △24,501 △59.6

後期高齢者医療 歳入 150,749 143,952 6,797 4.7
歳出 149,392 142,850 6,542 4.6

介 護 保 険 事 業 歳入 1,244,007 1,196,201 47,806 4.0
歳出 1,201,506 1,148,772 52,734 4.6

一般会計・特別会計
合　　計

歳入 9,589,905 9,483,819 106,086 1.1
歳出 8,817,843 8,875,679 △57,836 △0.7

■表2　企業会計決算一覧表 （単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

企
業
会
計

水
道
事
業

収益的収支 収入 421,380 426,422 △5,042 △1.2
支出 416,008 384,487 31,521 8.2

資本的収支 収入 13,065 179,835 △166,770 △92.7
支出 163,707 323,140 △159,433 △49.3

下
水
道
事
業

収益的収支 収入 542,853 532,839 10,014 1.9
支出 868,058 506,558 361,500 71.4

資本的収支 収入 143,200 528,985 △385,785 △72.9
支出 498,836 860,363 △361,527 △42.0

※数値は税込金額です。

■表3　地方債・企業債残高と基金の積立額 （単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度末 平成21年度末 増減額 増減率

地方債残高（一般、特別、企業会計の合計） 13,236,998 13,880,532 △643,534 △4.6
基金積立額（一般、特別、企業会計の合計） 2,461,663 2,522,301 △60,638 △2.4

■表4　歳入額内訳 （単位：千円・％）
区　　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

自
主
財
源

町 税 1,340,437 1,370,113 △29,676 △2.2
繰 入 金 450,069 170,804 279,265 163.5
繰 越 金 167,551 148,566 18,985 12.8
分 担 金 お よ び 負 担 金 50,334 57,493 △7,159 △12.5
使 用 料 お よ び 手 数 料 41,723 44,963 △3,240 △7.2
財 産 収 入 20,312 9,563 10,749 112.4
寄 附 金 130 818 △688 △84.1
諸 収 入 138,213 124,767 13,446 10.8

依

存

財

源

地 方 交 付 税 2,604,166 2,361,021 243,145 10.3
国 庫 支 出 金 627,050 693,946 △66,896 △9.6
県 支 出 金 336,143 332,902 3,241 1.0
町 債 20,200 188,858 △168,658 △89.3
地 方 譲 与 税 102,820 106,195 △3,375 △3.2
利 子 割 交 付 金 4,400 4,845 △445 △9.2
配 当 割 交 付 金 1,628 1,268 360 28.4
株式等譲渡所得割交付金 515 515 0 0.0
地 方 消 費 税 交 付 金 137,070 137,306 △236 △0.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 25,524 28,158 △2,634 △9.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金 26,314 30,705 △4,391 △14.3
地 方 特 例 交 付 金 25,240 21,778 3,462 15.9
交通安全対策特別交付金 1,830 1,998 △168 △8.4
合　　　　計 6,121,669 5,836,582 285,087 4.9

■表6　性質別歳出額内訳 （単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

義務的
経 費

人 件 費 1,199,425 1,154,306 45,119 3.9
公 債 費 756,400 745,450 10,950 1.5
扶 助 費 517,540 385,055 132,485 34.4

投資的
経 費

普通建設
事 業 費 637,408 500,065 137,343 27.5

その他
の経費

補助費等 930,279 1,246,580 △316,301 △25.4
物 件 費 725,400 663,013 62,387 9.4
繰 出 金 576,183 505,849 70,334 13.9
維 持
補 修 費 107,042 57,123 49,919 87.4
貸 付 金 28,980 30,670 △1,690 △5.5
積 立 金 14,260 230,920 △216,660 △93.8

合　　　計 5,492,917 5,519,031 △26,114 △0.5
※性質別分類については、地方財政状況調査に基づく数値です。

■表5　目的別歳出額内訳 （単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率
議 会 費 93,706 97,142 △3,436 △3.5
総 務 費 820,697 1,279,254 △458,557 △35.8
民 生 費 1,509,610 1,183,988 325,622 27.5
うち災害救助費 143,748 0 143,748 皆増
衛 生 費 333,007 347,162 △14,155 △4.1
労 働 費 69,322 58,728 10,594 18.0
農林水産業費 278,783 388,412 △109,629 △28.2
商 工 費 69,281 63,587 5,694 9.0
土 木 費 648,996 585,196 63,800 10.9
消 防 費 246,367 266,403 △20,036 △7.5
教 育 費 664,043 484,987 179,056 36.9
災害復旧費 2,705 18,722 △16,017 △85.6
公 債 費 756,400 745,450 10,950 1.5
諸 支 出 金 0 0 0 0
合　　　計 5,492,917 5,519,031 △26,114 △0.5

　
平
成
22
年
度
各
種
会
計
が
、9
月
議
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
決
算
公
表
と
は
、
町
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
た
め
に
使
っ
た
税
金
が
、
ど
の
よ
う
に
収
入

さ
れ
、ど
の
よ
う
に
支
出
さ
れ
た
の
か
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

　

一
般
会
計
と
4
つ
の
特
別
会
計
を
合
わ
せ
た
決
算
額
は
、
歳
入
が
95
億
8
、9
9
0
万
5
千
円
、

歳
出
が
88
億
1
、7
8
4
万
3
千
円（
表
1
）と
な
り
、企
業
会
計
の
決
算
額
は（
表
2
）の
と
お
り
で

し
た
。

　
な
お
、
平
成
22
年
度
決
算
に
は
、
3
月
11
日
か
ら
31
日
ま
で
の
東
日
本
大
震
災
対
応
に
係
る
災
害

救
助
費
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

※
表
中
の
△
は
、マ
イ
ナ
ス
を
表
し
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度

�

決
算
公
表

税
金
の
使
い
道
と
町
の
財
政
状
況

主
な
使
い
道

自主財源
（36.1%）

依存財源
（63.9%）

町税
（21.9％）

繰入金
（7.4%）

繰越金
（2.7%）

使用料・手数料ほか
（4.1%）

地方交付税
（42.6%）

国庫支出金
（10.2%）

県支出金
（5.5％）

町債
（0.3％）

地方譲与税・各種交付金など
（5.3%）

■図 1　歳入構成比

■図 2　目的別歳出構成比

■図 3　性質別歳出構成比

商工費・労働費
（2.5%）

民生費
（27.5%）

うち災害救助費
（2.6%）

総務費
（14.9%）

公債費
（13.8%）

衛生費
（6.0%）

教育費
（12.1%）

土木費
（11.8%）

農林水産業費
（5.1%）

消防費
（4.5%）

議会費
（1.7%）

災害復旧費
（0.1%）

その他の
経費

（43.4%）

人件費
（21.8%）

公債費
（13.8%）

扶助費
（9.4%）

義務的経費
（45.0%）

普通建設
事業費

（11.6%）

投資的経費
（11.6%）補助費等

（16.9%）

物件費
（13.2%）

繰出金
（10.5%）

貸付金
（0.5%）

積立金
（0.3%）

維持補修費
（2.0%）

土　木　費 衛　生　費

災害復旧費議　会　費農林水産業費 労　働　費

民　生　費 教　育　費

消　防　費 商　工　費

総　務　費 公　債　費

344,470円

町民
1人あたりの
支出額

人口は、平成23年3月
31日現在の15,946人
で計算しています。 5,877 円

94,670 円

4,347 円

51,467 円 47,435 円

15,450 円 4,345 円

20,883 円

170円17,483 円

40,700 円41,643 円

■図4

歳入
61億2,166万9千円

歳出　54億9,291万7千円

一 般
会 計
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特集 平成22年度決算公表
　
「
地
方
債
」と
は
、
道
路
、
水
路
の
建
設
や
災
害
復
旧
工
事
な
ど
、
そ
の

年
度
の
税
収
を
超
え
る
多
額
の
財
源
が
必
要
な
と
き
、政
府
な
ど
か
ら
資

金
調
達
を
す
る
借
入
金
の
こ
と
を
い
い
、
平
成
22
年
度
末
残
高
は
、
57
億

3
、6
2
4
万
円
で
6
億
3
、2
7
3
万
円
の
減
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

「
公
債
費
」と
は
、こ
の
地
方
債
の
元
金
と
利
子
の
毎
年
度
の
返
済
額
の
こ

と
を
い
い
、平
成
22
年
度
は
7
億
5
、6
4
0
万
円
で
し
た
。

　
「
基
金
」と
は
、特
定
の
目
的
の
た
め
に
積
み
立
て
た
資
金
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
財
政
調
整
基
金
と
は
、
年
度
間
の
財
源
の
不
均
衡

を
調
整
し
た
り
、災
害
な
ど
緊
急
に
必
要
に
な
っ
た
と
き
な
ど
に
備
え
積

み
立
て
て
お
く
基
金
で
す
。
平
成
22
年
度
末
積
立
額
は
、
11
億
1
、

6
9
6
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、各
種
財
政
指
標
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

災害救助法
　災害直後の応急的な生活の救済
などを定めた法律のことです。災
害時、国が地方公共団体や日本赤
十字社その他の団体および国民の
協力のもとに、応急的な救助を行
い、被災者の保護と社会の秩序の
保全を図ることを目的としていま
す。

災害救助費
　災害救助法に基づき、応急的に
必要な救助を行うための費用のこ
とで、対象となる活動の種類は、
避難所や仮設住宅などの供与、炊
き出しなどによる食品の給与や飲
料水の供給、被服、寝具など生活
必需品の給与または貸与、医療お
よび助産、被災者の救出、被災住
宅の応急修理、生業に必要な資金
などの給与または貸与、学用品の
給与、埋葬、ご遺体の捜索や処理、
障害物の除去、応急救助のための
輸送費および賃金職員等雇用経
費、救助事務費です。

激甚災害
　全国規模もしくは市町村単位で
規定基準を上回る規模となった災
害に対して指定されます。指定さ
れると、災害復旧事業の国庫補助
率が嵩

かさ
上
あ
げされたり、新たな補助

が行われます。
　また、国による特別な貸付が行
われたり、優遇が図られるものも
あります。
　なお、本町は3月13日に指定
されています。

■表7　主な財政指標
指　　　標 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末

財 政 力 指 数 0.425 0.410� 0.379
経 常 収 支 比 率 90.2％ 89.2％ 90.9％
実 質 収 支 比 率 5.4％ 5.4％ 13.1％
標 準 財 政 規 模 4,074,225千円 4,221,399千円 4,444,253千円

■表8　健全化判断比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、以下の指標を公表します。

健全化判断比率の各指標 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末
実質赤字比率：�一般会計等の収支の

指標
―

（-5.35％）
―

（-5.41％）
―

（-13.05％）
連結実質赤字比率：�全会計を対象と

した収支の指標
―

（-16.52％）
―

（-18.74％）
―

（-19.17％）
実質公債費比率：公債費負担の指標 16.2％ 15.6％ 14.6％
将来負担比率：�公営企業等を含めた

一般会計等の実質的
な負債の指標

135.4％ 97.4％ 65.8％

資金不足比率：�公営企業の料金収入
に対する資金不足の
規模を表した指標

― ― ―

※「―」は、赤字ではないことを示しています。

財政力指数　町の財政力（体力）を示す指数のこと。この指数が高いほど
財源に余裕があるとされており、1.000を超えると普通交付税の不交付団
体となる。
経常収支比率　財政構造の弾力性を示す指数のこと。この指数が75％を
超えると臨時的な財政需要があったとき、財源に余裕がなくなるなど、弾
力性を失いつつあるとされている。
実質収支比率　実質収支が黒字の場合は、正の数で示される。地方公共
団体は営利を目的としていないため、通常この比率は3～ 5％が望ましい
とされている。
標準財政規模　町の標準的に通常収入されるであろう一般財源の規模の
こと。

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

国 庫・ 県 支 出 金 598,221 657,055 △58,834 △9.0
保 険 税 476,083 412,639 63,444 15.4
前期高齢者交付金 413,990 472,297 △58,307 △12.3
高額共同事業交付金 229,624 243,183 △13,559 △5.6
繰 入 金 164,198 262,090 △97,892 △37.4
退職者療養給付費等
交 付 金 103,523 128,013 △24,490 △19.1

そ の 他 71,226 78,427 △7,201 △9.2
合　　　計 2,056,865 2,253,704 △196,839 △8.7

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

保 険 給 付 費 1,328,756 1,380,468 △51,712 △3.7
高額共同事業拠出金 218,135 204,657 13,478 6.6
後期高齢者支援金等 216,734 233,687 △16,953 △7.3
介 護 納 付 金 103,833 99,171 4,662 4.7
保 健 事 業 費 11,852 12,309 △457 △3.7
老 人 保 健 拠 出 金 1,221 32,248 △31,027 △96.2
そ の 他 76,882 61,370 15,512 25.3
合　　　計 1,957,413 2,023,910 △66,497 △3.3

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

繰 越 金 12,264 31,995 △19,731 △61.7

一般会計繰入金 4,223 6,624 △2,401 △36.2

諸 収 入 128 8,620 △8,492 △98.5

国 庫・県 支 出 金 0 6,141 △6,141 △100.0

合　　　計 16,615 53,380 △36,765 △68.9

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

諸 支 出 金 16,615 40,691 △24,076 △59.2

そ の 他 0 425 △425 △100.0

合　　　計 16,615 41,116 △24,501 △59.6

用 語 説 明

用語解説
〔年間平均被保険者数5,402人、世帯数2,839世帯〕

地
方
債
と
基
金

国民健康保険事業特別会計

老 人 保 健 特 別 会 計
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■図 5

■図 6

地方債残高と公債費の推移

財政調整基金残高の推移

11億
1,696万円

13億
347万円

10億
8,517万円

7億
5,640万円

7億
4,545万円

7億
6,224万円

公債費

57億
3,624万円

63億
6,897万円

68億
1,206万円

地方債残高

その他（3.5％）

歳入　20億5,686万5千円

歳出　19億5,741万3千円

国庫・県支出金
（29.1%）

保険税
（23.1％）

前期高齢者交付金
（20.1％）

高額共同
事業交付金
（11.2％）

繰入金
（8.0％）

退職者療養給付費等交付金
（5.0％）

保険給付費
（67.9％）

高額共同事業
拠出金

（11.1％）

保健事業費（0.6％）
その他（3.0％）

後期高齢者支援金等
（11.1％）

介護納付金
（5.3％）

老人保健拠出金（0.1％）

歳入　1,661万5千円

歳出　1,661万5千円

繰越金
（73.8％）

一般会計繰入金
（25.4％）

諸収入（0.8％）

諸支出金
（100.0％）

特 別 会 計
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特集 平成22年度決算公表

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

保 険 料 103,500 100,520 2,980 3.0

繰 入 金 45,636 42,883 2,753 6.4

そ の 他 1,613 549 1,064 193.8

合　　　計 150,749 143,952 6,797 4.7

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

後期高齢者医療
広域連合納付金 144,582 138,727 5,855 4.2

そ の 他 4,810 4,123 687 16.7

合　　　計 149,392 142,850 6,542 4.6

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 構成率 平成21年度 増減額 増減率

国庫・県支出金 462,582 37.2 444,000 18,582 4.2
支払基金交付金
（第2号被保険者） 344,498 27.7 330,698 13,800 4.2

繰 入 金 242,853 19.5 225,266 17,587 7.8
保 険 料
（第1号被保険者） 193,914 15.5 195,581 △1,667 △0.9

そ の 他 160 0.1 656 △496 △75.6
合　　　計 1,244,007 100.0 1,196,201 47,806 4.0

（単位：千円・％）
区　　　分 平成22年度 構成率 平成21年度 増減額 増減率

保 険 給 付 費 1,128,232 93.9 1,081,832 46,400 4.3

総 務 費 27,479 2.3 27,025 454 1.7

地域支援事業費 24,763 2.1 26,281 △1,518 △5.8

そ の 他 21,032 1.7 13,634 7,398 54.3

合　　　計 1,201,506 100.0 1,148,772 52,734 4.6

損益計算書
［1年間の経営成績を示すもの］

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
単位：千円

費 用 科 目 金　　額 収益科目 金　　額

営業費用
（広域水道受水費等） 316,917 営業収益（給水収益・負担金） 394,289

営業外費用
（長期借入金利息・繰延勘
定償却）　※1

41,709 営業外収益 7,332

特別損失
（臨時損失）　※2 39,452

当期純利益　※3 3,543

合　　　計 401,621 合　　　計 401,621

※金額は消費税抜きです。

貸借対照表
［年度末における事業財産の状態を示すもの］

（平成23年3月31日現在）
単位：千円

資 産 科 目 金　　額 負債・資本科目 金　　額

固定資産
（水道管、機械設備） 3,016,408 固定負債（修繕引当金） 56,669

流動資産
（現金預金、未収金） 145,550 流動負債（未払金） 33,241

繰延勘定　※4
（災害損失） 16,280 資本金（うち借入資本金等）　※5

1,910,799
（1,571,283）

剰余金
（うち未処分利益剰余金）※6

1,177,529
（28,062）

合　　　計 3,178,238 合　　　計 3,178,238

※金額は消費税抜きです。

平成22年度水道事業会計のあらまし
項　　　目 平成22年度 平成21年度 対前年度 備　　　　　考

計画給水人口� 人 20,550 20,550 0 平成2年度に定めた計画人口です。

給水区域内人口（外国人含）� 人 16,003 16,959 △956 東日本大震災による影響のため昨年度と比較すると大幅な減少となって
います。

給水人口� 人 15,609 16,575 △966 東日本大震災による影響のため昨年度と比較すると大幅な減少となって
います。

給水普及率� ％ 97.5 97.7 △0.2 東日本大震災による影響のため昨年度と比較すると減少となっています。

年間有収水量� ㎥ 1,435,390 1,453,564 △18,174 配水量のうち水道料金算定の対象となる水量です。

企業債元金残高� 千円 1,571,283 1,691,492 △120,209 水道工事約46億円に要した長期借入金の残高です。

※1� 繰延勘定償却　東日本大震災において被った水道管の1/5の損失額です。公営企業法により、最大で5年
間で計上できることが定められており、本年度から同額を5年間計上します。

※2� 臨時損失　東日本大震災において発生した緊急的費用です。
※3� 当期純利益　1年間の経営によりどれだけ利益を出したのかを示すものです。民間企業では、この利益を

株の配当等に使いますが、水道事業ではこれを老朽化する施設の更新に充て、常に安定給水確保という形
で使用者に還元します。

※4� 繰延勘定　上記で説明した東日本大震災で被った水道管の繰延勘定償却の4/5の損失残額が計上されま
す。毎年1/5を繰延勘定償却として損益計算書で計上していくので年々減少します。

※5� 借入資本金　民間企業では、借入は負債とされますが、公営企業においては水道管等の資産を得るために
限定される借入のため、資本に分類します。

※6� 未処分利益剰余金　翌年度以降に繰り越す利益の積立金です。なお、将来において老朽化する施設の更新
（建設改良資金）や企業債の償還に充てられます。

用 語 解 説

〔年間平均被保険者数2,807人〕

〔第1号被保険者数（65歳以上）　4,695人〕
〔要介護・要支援認定者数　675人〕 平成23年3月31日現在

水 道 事 業 会 計

後期高齢者医療特別会計

介護保険事業特別会計

歳入　1億5,074万9千円

歳出　1億4,939万2千円
その他

（3.2％）

その他
（1.1％）

保険料
（68.6％）

繰入金
（30.3％）

後期高齢者医療広域連合納付金
（96.8％）

歳入　12億4,400万7千円

歳出　12億150万6千円

その他（0.1％）

国庫・県支出金
（37.2％）

支払基金交付金
（第 2号被保険者）
（27.7％）

繰入金
（19.5％）

保険料（第 1号被保険者）
（15.5％）

その他（1.7％）

保険給付費
（93.9％）

総務費
（2.3％）

地域支援事業費
（2.1％）

平成22年度財務諸表

企 業 会 計
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損益計算書
［1年間の経営成績を示すもの］

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
単位：千円

費 用 科 目 金　　額 収益科目 金　　額

営業費用
（処理場や管渠維持費等） 316,039

営業収益
（使用料・他会計補助金） 372,188

営業外費用
（長期借入金利息・繰延
勘定償却）

525,742 営業外収益 162,413

特別損失
（臨時損失） 20,265 特別利益 21

当期純損失　※1 327,424

合　　　計 862,046 合　　　計 862,046

※金額は消費税抜きです。

貸借対照表
［年度末における事業財産の状態を示すもの］

（平成23年3月31日現在）
単位：千円

資 産 科 目 金　　額 負債・資本科目 金　　額

固定資産
（下水道管、機械設備） 11,089,658

固定負債
（企業債、修繕引当金） 330,248

流動資産
（現金預金、未収金） 69,080 流動負債（未払金） 51,919

繰延勘定
（災害損失） 1,466,028 資本金（うち借入資本金等）

5,693,317
（5,609,496）

剰余金
（うち未処理欠損金）※2

6,549,282
（306,874）

合　　　計 12,624,766 合　　　計 12,624,766

※金額は消費税抜きです。

平成22年度下水道事業特別会計のあらまし
項　　　目 平成22年度 平成21年度 対前年度 備　　　　　考

計画処理区域内人口� 人 16,560 16,560 0 平成17年度に定めた計画人口です。

処理区域内人口（外国人含）� 人 9,721 11,666 △�1,945 東日本大震災による影響のため昨年度と比較すると大幅な減少となって
います。

水洗化人口� 人 8,758 10,022 △�1,264 東日本大震災による影響のため昨年度と比較すると大幅な減少となって
います。

水洗化率� ％ 90.1 85.9 4.2 水洗化人口（分母）の減少がプラス要因と思われます。

年間有収水量※3� ㎥ 909,091 926,019 △�16,928 処理水量のうち下水道使用料算定の対象となる水量です。

企業債元金残高� 千円 5,609,496 5,820,072 △�210,576 下水道工事約198億円に要した長期借入金の残高です。

※1� 当期純損失
� 　東日本大震災により被った下水道施設の被害額が大きく、当年度は大きな損失となりました。
※2� 未処理欠損金
� 　東日本大震災にて生じた純損失が大きく、剰余金で賄えないため、欠損金として計上します。なお、欠

損金を減少させるには損益計算書で純利益が生じなければ減少することができません。
※3� 年間有収水量
� 　メーター検針により把握され、下水道使用料算定の対象となった1年間の下水道使用水量のことをいい

ます。
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一般会計歳入 （単位：千円）

項 目 予 算 額 構成比（％）前年度比（％）
町 税 721,705 3.3％ △�44.0
地 方 譲 与 税 90,501 0.4％ 0.9
地 方 消費税交付金 137,800 0.6％ 6.7
ゴルフ場利用税交付金 8,300 0.1％ △�68.9
自動車取得税交付金 24,901 0.1％ △�12.6
地 方 特 例 交 付 金 25,500 0.1％ 1.6
地 方 交 付 税 3,111,700 14.1％ 35.9
分担金および負担金 23,644 0.1％ △�58.5
使用料および手数料 32,895 0.1％ △�19.0
国 庫 支 出 金 12,265,960 55.6％ 3,934.5
県 支 出 金 1,992,590 9.0％ 496.1
繰 入 金 1,242,055 5.6％ 246.3
諸 収 入 198,546 0.9％ 57.1
町 債 1,734,900 7.9％ 8,935.9
そ の 他 452,961 2.1％ 1,973.1
合 計 22,063,958 100.0％ 329.3

※ ％は割合を示す

用 語 解 説

平成

23年度予算予算の
あらまし

下 水 道 事 業 会 計

平成22年度財務諸表

歳 入

諸収入 0.9％

使用料・手数料 0.1％

その他（1） 2.2％

地方消費税交付金 0.6％

繰入金
5.6％ 町税

3.3％

国県支出金
64.6％

地方交付税
14.1％

町債7.9％

その他（2） 0.7％

自主財源
12.1％

依存財源
87.9％

他の歳入科目に属さない
収入で、会社や個人等に
貸付した返済金等

町営住宅の家賃や、
住民票交付手数料等

保育料をはじめとした
負担金等

道路特定財源である
自動車取得税交付金や
ゴルフ場利用税交付金等

全国どの市町村に住んでも
一定水準の行政サービスが
受けられるよう、所得税等の
国税の一定割合を財源として
国が交付するお金

災害救助費やガレキ撤去などの費用に
充てるため、国県から交付される補助金等

建物を建てたり、道路を整備したりする
財源に充てられる借入金

地方消費税の一部を財源として、
県が人口等により按分し町に交付するお金

主に基金を取り崩して
財源に充てるためのお金
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特集 平成23年度予算のあらまし
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・
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務
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庁
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、
他
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員
の
受
入
に
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る

経
費
な
ど
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
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・
4
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増
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・
民
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、
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て
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や
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業
の
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進
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の
ほ
か
、

ご
遺
体
の
捜
索
や
応
急
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や
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の
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比
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算
も
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
44
億
1
、0
0
4
万
円
増
、

1
、2
7
6
・
3
％
増
）

・
労
働
費

　
経
済
対
策
と
し
て
雇
用
の
機
会

を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

緊
急
雇
用
創
出
事
業
や
、
ふ
る
さ

と
雇
用
再
生
事
業
な
ど
の
ほ
か
、

今
年
度
は
被
災
者
を
対
象
と
し
た

雇
用
創
出
支
援
関
連
事
業
も
含
め

て
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
1
億
7
、2
1
0
万
円
増
、

2
3
9
・
8
％
増
）

・
農
林
水
産
業
費

　
本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業

振
興
や
林
業
振
興
な
ど
、
持
続
的

発
展
を
目
指
す
予
算
を
計
上
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
農
道
や
水
路
の

維
持
管
理
経
費
お
よ
び
水
産
業
振

興
を
図
る
た
め
、
漁
業
振
興
対
策

経
費
な
ど
の
ほ
か
、
震
災
対
策
と

し
て
、農
業
復
興
推
進
費
を
設
け
、

農
地
の
復
旧
作
業
を
共
同
で
実
施

す
る
山
元
町
地
域
復
興
組
合
に
対

す
る
助
成
な
ど
、
被
災
農
家
の
経

営
再
開
支
援
等
に
対
応
す
る
予
算

も
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
6
億
4
、9
0
9
万
円
増
、

2
2
7
・
4
％
増
）

・
土
木
費

　

町
道
や
河
川
の
維
持
管
理
経

費
、
新
設
改
良
費
、
町
営
住
宅
の

管
理
経
費
な
ど
を
計
上
し
て
い
ま

す
が
、
特
に
、
道
路
補
修
工
事
費

に
つ
い
て
は
、
仮
設
住
宅
周
辺
の

利
用
を
考
慮
し
増
額
措
置
を
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
耐
震
対
策
を
推

進
す
る
た
め
、
住
宅
安
全
対
策
費

と
し
て
、
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士

派
遣
業
務
の
経
費
を
引
き
続
き
計

上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
8
、4
3
9
万
円
増
、
16
・

4
％
増
）

・
教
育
費

　
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
や
確
か

な
学
力
、豊
か
な
心
、た
く
ま
し
い

体
の
育
成
を
図
る
た
め
の
経
費
、

生
涯
学
習
や
文
化
財
発
掘
・
保
護

経
費
、ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る

経
費
な
ど
の
ほ
か
、
被
災
児
童
・

生
徒
等
就
学
援
助
や
通
学
扶
助
の

経
費
も
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
8
、0
3
2
万
円
増
、
17
・

5
％
増
）

・
災
害
復
旧
費

　
道
路
や
水
路
、
学
校
施
設
な
ど

の
被
災
し
た
施
設
の
う
ち
、
国
の

査
定
が
終
了
し
た
箇
所
を
復
旧
す

る
経
費
等
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

（
前
年
度
比
20
億
8
、9
0
2
万
円
増
、

3
4
、9
3
3
・
5
％
増
）

一般会計歳出（目的別内訳） （単位：千円）

項 目 予 算 額 構成比（％）前年度比（％）
議 会 費 121,951 0.6％ 21.4
総 務 費 1,250,018 5.7％ 73.4
民 生 費 9,812,647 44.5％ 534.6
うち災害救助費 5,417,436 24.6％
うち災害弔慰金・見舞金 2,981,000 13.5％
衛 生 費 4,755,570 21.6％ 1,276.3
うち災害廃棄物処理 4,326,741 19.6％
労 働 費 243,885 1.1％ 239.8
農 林 水 産 業 費 934,532 4.2％ 227.4
商 工 費 75,415 0.3％ 14.7
土 木 費 599,731 2.7％ 16.4
消 防 費 265,754 1.2％ 6.4
教 育 費 539,534 2.4％ 17.5
災 害 復 旧 費 2,095,002 9.5％ 34,933.5
公 債 費 752,418 3.4％ △�1.4
そ の 他 617,501 2.8％ 6,073.8
うち災害援護資金貸付金 117,500 0.5％
合 計 22,063,958 100.0％ 329.3

※ ％は割合を示す

総務費
　震災関係自治法派遣職員負担金� 7,604万円
　役場仮庁舎等リース料� 1億5,218万円
　本庁舎望楼撤去工事� 1,500万円
　役場駐車場造成工事� 3,500万円
　震災復興基金予算積立� 1億6,256万円
　震災復興計画策定業務� 810万円
　被災者支援システム導入サーバー更新業務� 104万円
　光ファイバーケーブル復旧工事� 757万円
　慰霊祭会場設営他業務� 640万円
　特定被災地域公共交通調査業務� 500万円
　被災区域評価支援資料作成業務� 1,297万円

民生費
　地域サポートセンター設置運営経費� 2,786万円
　避難所・炊き出し関係経費� 2億3,674万円
　仮設住宅建設関係経費� 16億8,903万円
　被災住宅の応急修理関係経費� 4億1,600万円
　ご遺体の捜索経費� 27億3,820万円
　ご遺体処理・埋葬経費� 1億6,699万円
　その他災害救助費関係経費� 1億7,039万円
　災害弔慰金給付関係経費� 28億円
　負傷・損害見舞金給付関係経費� 1億6,830万円
　災害障害見舞金給付関係経費� 1,250万円

衛生費
　ごみ集積所設置業務� 774万円
　災害廃棄物処理事業� 43億2,674万円
　防疫業務医薬品購入事業� 1,800万円

労働費
　被災者食生活支援事業� 441万円

平成23年度の主な災害関連事業と予算額（総額約164億6千万円）

 歳出予算と町税の推移  1万円に置き換えると 税金等の使いみちについて、１万円を目的別に配分してみた
場合（上段）と、お金を町民１人当たりにしてみた場合（下段）

　豊かなふるさと復興事業� 4,945万円
　町の思い出回収事業� 1,216万円
　ふるさと環境整備事業� 6,370万円
　上下水道管路末端正常化事業� 1,309万円
　家屋特定調査事業� 1,550万円
　被災者支援物資管理事業� 3,260万円
　震災対応他臨時職員雇用事業� 2,269万円

農林水産業費
　農作物等放射能測定器導入事業補助金� 80万円
　被災農家経営再開支援事業交付金� 4億9,385万円
　東日本大震災農業生産対策交付金� 2億1,600万円

商工費
　商工業再建支援仮設施設用備品購入事業� 105万円

土木費
　道路維持補修工事� 4,005万円

教育費
　児童送迎バス借上料� 128万円
　通学扶助費� 270万円
　被災児童・生徒等就学援助費� 1,572万円

災害復旧費
　公共土木施設災害復旧事業� 9億9,069万円
　農林水産業施設災害復旧事業� 8億4,388万円
　学校施設災害復旧事業� 2億2,543万円
　消防施設災害復旧事業� 3,500万円

諸支出金
　災害援護資金貸付金� 1億1,750万円

歳 出
（目的別）

災害復旧費
9.5％

衛生費 21.6％
（うち災害廃棄物処理19.6%）

消防費 1.2％

公債費 3.4％

農林水産業費 4.2％

土木費 2.7％

議会費 0.6％労働費 1.1％

その他 2.8％
（うち災害援護資金貸付金
　　　　　　　　　0.5%）

商工費 0.3％

教育費 2.4％

民生費 44.5％
（うち災害救助費 24.6%
  うち災害弔慰金・見舞金 
　　　　　　　　13.5%）

総務費 5.7％

がれき撤去などの環境保全、疾病予防、
健康増進などの経費

道路や河川、公園などの
社会資本整備のための経費

学校教育・生涯学習の充実、
文化・スポーツ振興などの経費

被災した施設の復旧経費

庁舎や財産の維持管理、
戸籍管理、税金の徴収
などの経費

農林水産業の振興を図る
ための支援や、生産基盤
整備などの経費

町債の元金・利子や一時
借入金の利子を支払う
ための経費

避難所運営に係る経費や、
災害弔慰金などの経費

消防や火災予防などの
災害対策のための経費

町議会運営のための経費労働者のための
各種施設の管理運営経費

商工業の振興などの経費

諸支出金、予備費

民　生　費

公 債 費

総　務　費

土 木 費 教 育 費

合　　計

4,447 円
（615,367 円）

341 円
（47,185 円）

567 円
（78,391 円）

272 円
（37,610 円）

245 円
（33,835 円）

424 円
（58,606 円）

2,155 円
（298,230 円）

120 円
（16,666 円）

55 円
（7,648 円）

425 円
（58,748 円）

949 円
（131,381 円）

※町民15,946 人（3月末現在）で計算

10,000 円（1,383,667 円）

農林水産業費衛　生　費

消 防 費 議 会 費 商工費等

災害復旧費
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億円

19 20 21 22 23年度

町 税

歳出予算

町 税

歳出予算

7.27.2

12.912.913.513.513.613.614.014.0

220.6

51.450.350.049.2
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特集 平成23年度予算のあらまし

普通会計予算額  （単位：千円）

会　計　名 予 算 額 前年度比（％）

一 般 会 計 22,063,958 329.3

特
　
別
　
会
　
計

国民健康保険事業 2,273,074 11.7

後期高齢者医療 173,489 △�0.9

介護保険事業 1,381,501 11.4

亘理地域介護
認 定 審 査 会 7,038 皆増

老 人 保 健 0 皆減

水道事業会計予算額（公営企業会計）
  （単位：千円）

収益的収入および支出資本的収入および支出

収入 361,531 収入 118,074

支出 472,936 支出 257,317
※�資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
139,243千円は、損益勘定留保資金等で補てんし
ます。

下水道事業会計予算額（公営企業会計）
  （単位：千円）

収益的収入および支出資本的収入および支出

収入 686,073 収入 619,438

支出 968,534 支出 952,713
※�資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
333,275千円は、損益勘定留保資金等で補てんし
ます。

一般会計歳出（性質別内訳） （単位：千円）

項 目 予 算 額 構成比（％） 前年度比（％）

人 件 費 1,386,135 6.3％ 12.5

公 債 費 752,418 3.4％ △1.4

扶 助 費 3,603,621 16.3％ 579.8

普通建設事業費等 5,978,318 27.1％ 3,282.5

補 助 費 等 1,758,410 8.0％ 59.5

物 件 費 7,324,612 33.2％ 1,025.3

繰 出 金 358,167 1.6％ △�26.2

そ の 他 902,277 4.1％ 354.4

合 計 22,063,958 100.0％ 329.3

◦予算
　予算とは、一般的には一定期間における収
入および支出の見積りですが、地方公共団体
の予算とは、①歳入歳出予算、②継続費、③繰
越明許費、④債務負担行為、⑤地方債、⑥一時
借入金、⑦歳出予算の各項の経費の流用に関
する定めを総括したものです。歳入・歳出とは、
会計年度における一切の収入・支出のことで
あり、歳入予算は単に収入の見積りですが、歳
出予算は、見積りであると同時に支出の限度
や内容を制限する拘束力を有しています。
　また、予算はその形式や性質によっていく
つかの種類に分けられます。一般会計予算と
特別会計予算、当初予算と補正予算、年間予算
と暫定予算等がその例です。この分類は法律
にその根拠をおくものと、財政運営上の見地
から便宜的に用いられているものがあります。 ※ ％は割合を示す

　上下水道事業会計は、地方公営企業法に基づき、民間企業の決算と同じ財務諸表を用いて、経営状況
や営業成績を明確にしています。
　平成22年度決算公表（19・20ページ）でご紹介した上下水道事業会計平成22年度決算の詳細を報告
します。
水道事業会計

①損益計算書
　�　収益から費用を引いた純利益は3,500千円でした。東日本大震災による影響のため、収益は上がら
ず、費用についても震災による水道管等の被害が大きく、資産の損害は約20,300千円、また、災害復
旧に係る経費（臨時損失）は約39,000千円となったため、純利益が少なくなっています。

②貸借対照表
　�　平成22年度は、東日本大震災による資産の損害があり、この費用を1年間で計上できないことから、
繰延勘定償却として計上し、今後償却していくこととなります。
下水道事業会計
①損益計算書
　�　収益から費用を引いた結果、純損失が327,400千円となりました。これは水道事業会計と同様に、
東日本大震災の影響により、下水道の各処理場が被災し、資産の損害は約1,832,500千円、また、災
害復旧に関する経費（臨時損失）は約19,900千円となったため、大きく純損失となっています。

②貸借対照表
　�　平成22年度は、水道事業会計と同じく東日本大震災による資産の損害があり、この費用を1年間で
計上できないことから、繰延勘定償却として計上し、今後償却していくこととなります。

　上下水道事業両会計とも、東日本大震災の影響により、今後5年間
損失額を計上しなければならないため、経営は非常に厳しい状況にあ
ります。
　特に下水道事業においては、施設の完全復旧まで1年以上を要する
ことから莫大な費用がかかることが見込まれます。
　しかし、ライフラインとしての上下水道事業の役割は非常に重要で
あることから、早期の復旧を目指すとともに、先を見据え一定の利益
を確保しながら、さらなる経費削減に取り組むなど、経営努力を行い、
町民の皆さんに安全・安心に給水することを目指していきます。
下水道を使用している皆さんへのお願い
　川や海の環境を守るため、皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、次のことにご協力をお願いします。
　⑴　節水にご協力を！
　　・お風呂の水は、捨てずに洗濯等に再利用しましょう。
　　・シャワーを流しっぱなしにしないようにしましょう。
　⑵　家庭での排水処理方法にご協力を！
　　・油はなるべく紙等に染み込ませ、燃えるゴミとして処理してください。
　　・網ネットなどを利用し、野菜くずや毛髪が下水道管へ入らないようにお願いします。

問�上下水道事業所　施設班　☎37-1120（内線253）

上下水道事業所からのお知らせ

平成22年度上下水道事業会計の決算概要報告

上下水道の現状

歳 出
（性質別）

公債費
3.4％

普通建設事業費等
27.1％

繰出金 1.6％

補助費等
8.0％

物件費
33.2％

その他 4.1％

人件費
6.3％

扶助費
16.3％

その他
46.9％

義務的経費
26.0％

投資的経費
27.1％

町が仕事を委託する場合の
委託料や物品購入費等

町議会議員や職員等に対して
支払われる給料や手当等

災害弔慰金や見舞金など
生活支援等の福祉にかかる経費

町が発行した町債について
毎年支払うことになる元金と利子

維持補修費や貸付金、
積立金等

一般会計から特別会計に
支出されるお金

亘理地区行政事務組合等への
負担金や各種団体への補助金

仮設住宅を建築したり、
災害があった時に復旧する経費

被災した山元浄化センター（花釜区）
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季節はずれの桜が開花
　9月30日、山下駅前に通じる県道山下停車場線北側の畑の片隅で、4、5本並ぶ桜の木の1本から、ひっそりと八重の花
を咲かせました。
　発見したのは、渡邊貞子さん（花釜区）。9月下旬、自宅に戻った際、近所にある桜が開花しているのを見つけ、うれしく
なって役場に連絡したとのことです。この桜は、4月下旬に渡邊さんが被災した自宅の片付け作業に戻った折、津波でゴ
ミをかぶっているのを見つけ、かわいそうにとご主人とともに熊手でゴミを取り払ったものだそうです。
　渡邊さんに桜の開花を目にした感想を伺うと、「あの時の恩返しにと頑張って花を咲かせたのでしょうか。私にとって
心を癒す桜となっています」とうれしそうに話していました。
　本来、桜は、葉っぱで作られた休眠誘発物質が体内に移行することにより休眠し、冬の寒さに耐え、春を迎える仕組みに
なっています。しかし、今回のように津波による塩害で早くに葉っぱが落ちてしまうと、休眠誘発物質が作られなかったり、
体内への移行が不十分であったりすることで、十分な休眠に入らないままに、暖かな日々が続くと春と勘違いして花を咲
かせるとのことです。

○第4回「きてけさいん！名亘秋の特産市」
　先月の4日、5日の両日、仙台市勾当台公園市民広場において「きてけさ
いん！名亘秋の特産市」（名亘地場産業振興協議会主催）が開催されました。
　このイベントは、名取市、岩沼市、亘理町、山元町からなる名亘地域の特
産品の PRと誘客を図ることを目的に毎年開催され、今年で4回目となり
ます。
　今年は、東日本大震災により特に大きな被害を受けた沿岸部地域というこ
ともあり、開催も危ぶまれましたが、2市2町から13店舗が出店。本町から
は㈲佐藤こんにゃく店が出店し、商品の販売を通じて山元町をPRしました。
　昨年に引き続き、登米市主催の「おいしいもの市」と同時開催ということ
もあり、2日間で約21,500人が来場し、大いに賑わいました。

○復興へ頑張ろう！
　「みやぎまるごとフェスティバル2011」
　先月の15日、16日の両日、宮城県庁前駐車場ほか3会場で「みやぎま
るごとフェスティバル2011」（みやぎまるごとフェスティバル実行委員会
主催）が開催されました。
　本町からは、和風レストラン田園、うしのや、㈲佐藤こんにゃく店、山元
町りんご組合の4店舗が出展し、地場産品を販売するとともに、震災にも
負けずに、復興に全力で取り組む山元町を PRしました。

「チームコニシキ」が山下小学校を訪問
　先月1日㈯、元大相撲大関でタレントのコニシキさん率いる「チームコニ
シキ」が被災した山下第二小の児童を励まそうと、同校の学習発表会に合わ
せ、現在同校が併設されている山下小学校を訪れました。
　当日は、昼食としてちゃんこ鍋とクレープの炊き出しが行われたほか、体
育館を会場に、コニシキさんや元横綱でタレントの武蔵丸さんらがハワイア
ンやフラダンスのミニライブ、じゃんけん大会などを行いました。短時間で
はありましたが、会場内には終始笑顔があふれ、参加者にとって美味しさと
楽しさをともに楽しんだひとときとなったようです。

ご長寿おめでとうございます！
　100歳を迎えられた佐藤きいさん（浅生原区）、庄司みんさん（町区）のおふた
りに、先月、内閣総理大臣賞ならびに宮城県知事賞、そして、町からは花束が贈ら
れました。
　先月4日、齋藤町長の訪問に、「本日はお忙しいところ、こんなにお祝いをして
もらえてありがたい」と感謝の気持ちを語る佐藤きいさん。スポーツ観戦が大好
きで、今でも大相撲は欠かさず見るそうです。また、初めのうちは嫌がっていた
というデイサービスやショートステイも、施設利用者やスタッフとの会話が楽し
く、今では前日から楽しみにしているとのこと。

　きいさん�に長寿の秘訣を伺うと、「特にありません。家族や皆さんのおかげです」
と控えめに話していました。
　また、先月6日、訪問した齋藤町長から祝状や花束を手渡されると、「今日は本当
にありがとうございます」と手を合わせ涙ぐむ庄司みんさん。
　90歳まで着物縫いをしていたという�みんさんは、今でも身の回りのことは自分
でこなすそうです。長寿の秘訣について「特に何もありません」と照れながら答え
る�みんさんに、今一番の楽しみを伺うと、目を細めながら微笑んで「5人の孫と6
人のひ孫の成長です」と話していました。
　きいさん、みんさん、これからもお元気でお過ごしください。
　10月24日現在、町内における100歳以上の方は、女性8人です。

坂元小・中浜小合同運動会
　絶好のスポーツ日和となった先月8日㈯、坂元小校庭で坂元小・中
浜小合同運動会が開催され、両校の趣向を凝らした競技種目が行われ
たほか、中浜小児童が震災後初となる「中浜神楽」を披露しました。
　中浜小では、これまで毎年4年生が総合学習の時間を通じ、中浜地
区に伝わる「中浜神楽」に取り組んできました。しかし、このたびの
大津波で、太鼓以外の衣装などはすべて流失し、今後の継承が危ぶま
れていました。
　震災後、再開された授業の中で、「中浜小といえば？」との問いかけ
に、多くの児童から「中浜神楽」との声が返ってきたことから、井上校
長は、中浜地区の方々が入居する坂中跡地仮設住宅の齋藤胞男行政連

絡員に衣装の確保について相談したところ、当仮設住宅に入居する14人のお年寄りが快諾。衣装はお年寄りの皆さんが
夏休み期間中をかけて縫い、ハカマは坂元神社の鈴木宮司から寄付を受
けたそうです。
　この状況に、児童たちも奮起。「自分たちの舞いで、地域の方々を元気
にしたい」と、夏休み明けからこれまで、中浜神楽保存会の指導を受けな
がら一生懸命練習に取り組んできました。
　当日は、3年生から6年生の27人が、踊りや和太鼓、おはやしなど各
持ち場に分かれ、約10分間にわたって力強い「中浜神楽」復活の舞いと
演奏を披露。会場から惜しみない拍手が贈られました。
　この日、中浜小児童の“中浜”への強い思いと地域の協力で復活した
「中浜神楽」。この神楽を通じて育まれた郷土愛と地域の絆は、児童たち
の心に深く刻まれることでしょう。

来場者とふれあい、
山元町の特産品を大いに PR

力強く復活の舞いを披露する児童

売り込みの声にも力が入ります

これまでの練習の成果を充分に発揮！

ふれあいを通じ、元気が届けられました

ご家族とともに（佐藤きいさん）

花束を手に、満面の笑み
（庄司みんさん）

桜の恩返し� 桜の写真はＰ36をご覧ください

やまもとの秋の味覚をPR

「中浜神楽」復活の舞い� 表紙関連記事

元気を届けに

祝100歳
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ヒジキとキノコの炊き込みご飯（4人分）
①米をとぎ、といだ米を炊飯器に入
れ、2.2カップの水を加えて20分以
上浸水させる。
②人参は皮をむいて3cmの千切りに
し、油揚げは熱湯をかけて油抜きし
てから3cmの千切りにする。
③乾燥ヒジキは水につけて戻し、食べ
やすい長さに切る。
④ブナシメジ、エノキタケは石づきを
とり、小房に分ける。
⑤①に②、③、④を入れ、味ポンを加
えてよく混ぜる。
⑥炊きあがったご飯を器に盛り、冷凍
枝豆を飾る。

　　エネルギー� 285kcal
　　タンパク質� 6.9g
　　塩分� 0.3g

米� 2カップ

人参� 20g

油揚げ ( 小 )� 1枚

乾燥ヒジキ� 2g

ブナシメジ� 20g

エノキタケ� 20g

冷凍枝豆� 50g

味ポン� 大さじ2

　
町
で
は
、

◎�

心
も
体
も
元
気
な
子
ど
も
を

育
て
ま
し
ょ
う
。

◎�

多
く
の
人
と
の

　
交
流
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
の
2
点
を
目
標
に
掲
げ
、

乳
幼
児
健
康
診
査
や
育
児
相
談
等

の
母
子
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

●
乳
幼
児
健
康
診
査

　
震
災
後
、
5
月
か
ら
浅
生
原
公

会
堂
を
会
場
に
再
開
し
、
救
護
所

閉
鎖
に
伴
い
6
月
か
ら
は
保
健
セ

ン
タ
ー
で
、
お
子
さ
ま
の
健
や
か

な
成
長
の
た
め
に
、
健
康
診
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
9
月
か
ら
は
、
1
歳
6

～
8
カ
月
児・3
歳
児
を
対
象
に
、

宮
城
県
児
童
相
談
所
の
心
理
士
に

よ
る
心
の
ケ
ア
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

●
育
児
相
談

　
乳
幼
児
を
対
象
に
仲
間
づ
く
り

や
お
子
さ
ま
の
相
談
の
場
と
し

て
、
毎
月
1
回
、
7
月
か
ら
保
健

セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

保
健
師
・
栄
養
士
・
助
産
師
に

よ
る
相
談
と
な
り
ま
す
の
で
、
育

児
に
関
す
る
相
談
や
仲
間
づ
く
り

を
希
望
す
る
方
は
、
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。（
申
し
込
み
不

要
）

　

ま
た
、
年
2
回
、
生
涯
学
習
課

の
子
育
て
広
場
と
合
同
で
相
談
も

実
施
す
る
予
定
で
す
。
そ
の
ほ
か

に
も
、
母
子
手
帳
交
付
に
併
せ
た

妊
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健
康
相
談
や
5
～
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児
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象
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食
教
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で
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幼
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健
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査
に
関
す
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こ
と
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談

に
関
す
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健

福
祉
課
健
康
づ
く
り
班
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で
お
願

い
し
ま
す
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宮
城
県
子
ど
も
総
合
セ
ン

タ
ー
に
よ
る「
子
ど
も
の

心
の
ケ
ア
講
演
会
」
と

「
巡
回
相
談
」の
お
知
ら
せ

●
講
演
会

　
日
時　
12
月
2
日
㈮

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時

　
場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

●
巡
回
相
談

　
日
時　
12
月
7
日
㈬

　
　
　
　
10
時
～
12
時

　
場
所　

�

役
場
仮
庁
舎
1
階

第
3
相
談
室

※�
相
談
は
、
事
前
に
予
約
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

問	

保
健
福
祉
課　
健
康
づ
く
り
班

問�保健福祉課　健康づくり班　☎37-1113（内線148）

高齢者肺炎球菌ワクチン費用助成のお知らせ
　日本赤十字社の被災地復興支援の1つとして、高齢者の健康を守るため、肺炎球菌ワクチン接種費用を
助成します。この助成は、日本赤十字社に寄せられた海外救援金を財源とし、宮城県医師会との共同事業
として実施しているものです。
　なお、財源に限りがあることから、ワクチン接種者数が県下全体で約19万人に達した時点で、予定実施
期間中であっても助成終了としますので、あらかじめご了承ください。
また、再接種により接種部位が腫れるなどの副反応が起きやすいことが報告されているため、再接種する
場合には、医師にご相談ください。

■対象者　宮城県内に住所を有する方で、70歳以上の方（※）
　※震災時、宮城県内に住所を有していた方を含む平成24年3月31日までに70歳以上になる方。
■費用　無料
■受付期限　平成24年3月31日予定
　※ただし、接種予定数に達ししだい終了します
■申し込み方法　受託医療機関窓口に直接お申し込みください。
■受託医療機関リスト（亘理郡内を抜粋）

区分 医　療　機　関
山元町 菊地内科医院、平田外科医院、松村クリニック、国立病院機構宮城病院

亘理町
板橋胃腸科肛門科、氏家医院、大友医院、大友医院ヒロミ小児科、柿沼循環器科、熊谷内科
医院、国分内科医院、高橋内科乳腺クリニック、三浦クリニック、三上医院、やべ内科クリ
ニックわたり、山形外科医院

※�亘理郡内医療機関以外で予防接種を希望される方は、宮城県医師会（☎022-227-1591）までお問い合わ
せください。なお、県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、助成の対象とはなりません。

本
町
の
母
子
保
健
事
業
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す

三
歳
児
健
診
で

�

虫
歯
の
な
い
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牛　橋
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坂
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ちゃん
（誠さん）

上　平
早
はや

坂
さか

　愛
あい

奈
な

ちゃん
（哲也さん）

町
眞
ま

山
やま

　大
ひ ろ と

翔ちゃん
（大介さん）

下　郷
岩
いわ

佐
さ

　篤
とく

真
ま

ちゃん
（剛志さん）

花　釜
姉
あね

歯
は

　大
だい

剛
ご

ちゃん
（剛さん）

山　寺
渡
わたなべ

辺　來
くる

未
み

ちゃん
（翔さん）
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町からの情報は、6～１３ページのトピックスにも
記載していますので、あわせてご覧ください。

問：問い合わせ先 申：申し込み先

始
ま
り
ま
す
！
無
料
の
法
律
相
談

「
法
テ
ラ
ス
山
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」開
設

の
ご
案
内

　
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

（
愛
称
…
法
テ
ラ
ス
）」は
国
が
設

立
し
た
公
的
な
法
人
で
、
法
的
ト

ラ
ブ
ル
の
解
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に
役
立
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情
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や

サ
ー
ビ
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提
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す
る
法
律
の
総

合
案
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で
す
。

　
法
テ
ラ
ス
で
は
、
被
災
者
支
援

の
一
環
と
し
て
、
12
月
1
日
か
ら

本
町
に
出
張
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
こ
の
出
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で
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法
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ラ

ブ
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二
重
ロ
ー
ン
、
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ま
い
の

問
題
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発
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損
害
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償
、相
続
、

解
雇
、
近
隣
ト
ラ
ブ
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男
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関

係
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罪
被
害
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ど
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い
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弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
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で
き
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か
、
司
法
書
士
、
社
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保
険
労
務
士
、
税
理
士
、
土
地
家

屋
調
査
士
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各
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野
の
専
門
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に
よ
る
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ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
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ら
れ
ま
す
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■
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談
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付
時
間　
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土
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除
く
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3
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―
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史
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事
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所
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民
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■
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月
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㈫
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付
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～
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■
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亘
理
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民
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務
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※�
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整
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、
開
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日
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ま
す
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営
業
約
款
制
度

『
Ｓ
マ
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存
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で
す
か
？

　
標
準
営
業
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款
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で
定
め
ら
れ
た
消
費
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利
用
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）
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に
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す
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の
制
度
で
す
。

　
厚
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働
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臣
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店
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Ｓ
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。

　
こ
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を
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さ
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信

頼
で
き
る
お
店
選
び
の
目
安
と
な

り
ま
す
。ま
た
万
が
一
の
場
合
は
、

事
故
賠
償
基
準
に
基
づ
い
た
補
償

も
受
け
ら
れ
ま
す
。

問	

㈶
宮
城
県
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

☎
0
2
2
―
3
4
3
―
8
7
6
3

運
転
免
許
証
の
日
曜
窓
口

■
日
時　
11
月
20
日
㈰

　
　
　
　
12
月
4
日
㈰

■
受
付　
8
時
30
分
～
9
時
30
分

　
　
　
　
13
時
～
14
時

問	

仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

	

免
許
係

☎
0
2
2
4
―
53
―
0
1
1
1

ハローワーク仙台による巡回相談
　ハローワーク仙台では、町内の仮設住宅集会所等に
おいて、次のとおり巡回相談を実施しています。
　求人情報の提供や職業紹介など、お仕事探しに関す
るさまざまなご相談をお受けしていますので、お気軽
にご利用ください。
■対象となる方
　�東日本大震災により被災し、町内の仮設住宅等にお
住まいの方
■巡回相談の内容
○�初めてハローワークを利用する方については、ハ
ローワークに登録（求職登録）することができます。
○�お仕事探しに関するさまざまなご相談をすることが
できます。
○�ハローワーク仙台が毎日発行している「求人ホット
ニュース」をはじめとした、新着の求人情報をお持
ちします。
○�応募したい求人が見つかった場合は、その場で求人
先に連絡し紹介します。
■11月の巡回相談スケジュール

実 施 場 所 日　　程 時　間　帯
ナガワ仙台工場内
仮設住宅集会所

11月7日㈪
11月14日㈪
11月21日㈪
11月28日㈪

10：30～ 12：00

町民グラウンド
仮設住宅集会所 13：00～ 14：30

浅生原箱根
仮設住宅集会所

11月8日㈫
11月15日㈫
11月22日㈫
11月29日㈫

10：30～ 12：00

高瀬西石山原
仮設住宅集会所 13：00～ 14：30

中央公民館 11月9日㈬
11月16日㈬
11月30日㈬

10：30～ 12：00

旧坂元中学校跡地
仮設住宅集会所 13：00～ 14：30

浅生原内手
仮設住宅集会所

11月10日㈭
11月17日㈭
11月24日㈭
12月1日㈭

10：30～ 12：00

浅生原東田
仮設住宅集会所 13：00～ 14：30

坂元支所 11月11日㈮
11月18日㈮
11月25日㈮
12月2日㈮

10：30～ 12：00

中山熊野堂
仮設住宅集会所 13：00～ 14：30

問�ハローワーク仙台　計画職業紹介部門
　☎022-299-8820

子宮がん検診 （検査項目　頸部がん検診・超音波検査）
　申込者には 11月中旬に受診票を配布しますので、受診票の問診事項を記入のうえお越しください。

■対象者　20歳以上の女性 ■個人負担金　3,100円（頸部） ・ 3,100円（体部）
■受付・検診場所　保健センター 　（各検診料金7,014円のうち、3,914円を町が助成）
　　※体部検診については症状のある方を対象に行います
　　※農協組合員および農協女性部員は各 200 円の助成金が追加交付されます
検診日 受付時間 対象地区 検診日 受付時間 対象地区

12
月
15
日
㈭

 8：30 ～ 9：00 高瀬
12
月
19
日
㈪

 8：30 ～ 9：00 下郷
 9：00 ～ 9：30 合戦原  9：00 ～ 9：30 中山
 9：30 ～ 10：00 小平  9：30 ～ 10：00 磯・久保間
10：00 ～ 10：30 山寺 10：00 ～ 10：30 上平
12：30 ～ 13：00 大平・鷲足 12：30 ～ 13：00 牛橋
13：00 ～ 13：30 横山 13：00 ～ 13：30 中浜

12
月
16
日
㈮

 8：30 ～ 9：00 浅生原
12
月
20
日
㈫

 8：30 ～ 9：00 花釜（0 ～ 31班）
 9：00 ～ 9：30 山下（0 ～ 12班）  9：00 ～ 9：30 花釜（32 ～ 45班）
 9：30 ～ 10：00 山下（25班～）  9：30 ～ 10：00 花釜（46 ～ 61班）
10：00 ～ 10：30 八手庭・療養所 10：00 ～ 10：30 花釜（62班～）
12：30 ～ 13：00 真庭 12：30 ～ 13：00 町・新浜
13：00 ～ 13：30 山下（13 ～ 24班） 13：00 ～ 13：30 笠野

前立腺がん検診 （検査内容　血液検査）
　申込者には 11月中旬に受診通知書を郵送します。

■対象者　50歳～ 79歳の男性 ■個人負担金　900円
■受付・検診場所　中央公民館2階会議室 　（検診料金2,100円のうち、1,200円を町が助成）
検診日 受付時間 対象地区 検診日 受付時間 対象地区

12
月
19
日
㈪

 8：30 ～ 9：00 下郷
12
月
20
日
㈫

 8：30 ～ 9：00 花釜
 9：00 ～ 9：30 大平・中浜  9：00 ～ 9：30 八手庭・小平・鷲足
 9：30 ～ 10：00 山寺・上平・磯  9：30 ～ 10：00 笠野・新浜
10：00 ～ 10：30 浅生原 10：00 ～ 10：30 町
12：30 ～ 13：00 牛橋・合戦原・療養所 12：30 ～ 13：00 山下
13：00 ～ 13：30 真庭・久保間・中山 13：00 ～ 13：30 高瀬・横山

胃がん検診の未検者検診を実施します
対　象　者 検 診 料 金 会　場 備　　　考

35歳以上の方で町が実施し
た9 ～ 10月の胃がん検診を
受けていない方

2,200円
※ 農協組合員世帯の方には

200円の補助があります
保健センター

9 ～ 10月に胃がん検診を申し
込んで受けなかった方には、検
診票を郵送します。

問�保健福祉課　健康づくり班　☎ 37-1113（内線 144）

がん検診のお知らせ
　子宮がん、前立腺がん、胃がん検診未検者の各検診を次の日程で行います。なお、医療費の一部負担金免除証
明書が交付されている方は、自己負担金が免除となりますので、必ず受付で提示してください。

厚生労働大臣
認可
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応
急
仮
設
住
宅

入
居
者
追
加
募
集

　
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
者
募
集

は
6
月
30
日
を
持
っ
て
終
了
し
ま

し
た
が
、今
後
、退
去
等
に
よ
る
空

き
部
屋
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

入
居
希
望
者
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

　
な
お
、
募
集
対
象
者
は
次
の
要

件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
と
な

り
ま
す
。

1 

入
居
要
件

⑴�

東
日
本
大
震
災
発
生
時（
平
成

23
年
3
月
11
日
）に
山
元
町
に

住
所
を
有
し
て
い
た
方

⑵�

東
日
本
大
震
災
で
住
家
が
全
壊

ま
た
は
半
壊
し
、
居
住
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
世
帯

⑶�

同
一
世
帯
で
仮
設
住
宅
に
入
居

し
て
い
な
い
方（
入
居
済
み
の

方
は
不
可
）

⑷�

民
間
賃
貸
住
宅
を
仮
設
住
宅
扱

い
と
し
て
入
居
し
て
い
な
い
方

⑸�

住
家
の
修
繕
で「
応
急
修
理
制

度
」を
活
用
し
て
い
な
い
方

2 

申
し
込
み
方
法

　
保
健
福
祉
課
備
え
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

保
健
福
祉
課（
仮
設
担
当
）へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

3 

募
集
入
居
部
屋

	

（
10
月
13
日
現
在
の
空
き
部
屋
）

⑴�

1
Ｄ
Ｋ（
1
～
2
人
用
）	

19
戸

⑵�

2
Ｄ
Ｋ（
3
～
4
人
用
）	

8
戸

⑶�

3
Ｋ（
5
～
6
人
用
）　	

7
戸

※�

申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、
入

居
希
望
の
事
由
や
家
族
の
状
況

等
を
確
認
し
た
上
で
、
入
居
調

整
会
議
等
に
よ
り
優
先
入
居
者

を
決
定
し
ま
す
。

4 

申
し
込
み
期
限	

11
月
11
日
㈮

※�

11
月
11
日
以
降
、退
去
等
に
よ
る

空
き
部
屋
が
発
注
し
た
場
合
に

は
随
時
入
居
受
付
を
行
い
ま
す

問	

保
健
福
祉
課�

仮
設
担
当

☎
37
―
1
1
1
3（
内
線
1
3
7
）

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

■
募
集
戸
数	

藤
田
住
宅
2
戸

	

桜
田
住
宅
2
戸

	

寺
前
住
宅
1
戸

■
家
賃　
所
得
・
部
屋
に
応
じ
て

算
定
し
ま
す
。

■
敷
金　
家
賃
の
3
カ
月
分

■
申
込
資
格

　
税
金
・
料
金
等
を
滞
納
し
て
い

な
い
方
で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

○�

住
宅
に
困
っ
て
い
る
方（
持
家

を
有
し
て
い
る
方
は
不
可
）

○�

同
居
親
族
ま
た
は
、
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
の
あ
る
方（
婚

姻
予
約
者
を
含
む
。
た
だ
し
、

入
居
日
か
ら
3
カ
月
以
内
に
入

籍
し
同
居
す
る
こ
と
）

※�

60
歳
以
上
の
方
は
単
身
で
も

可
。（
た
だ
し
、
昭
和
31
年
4

月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は

申
し
込
み
可
）

○�

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

○�

入
居
希
望
さ
れ
る
世
帯
全
員
の

総
所
得
金
額
が
公
営
住
宅
法
の

基
準
額（
月
収
1
5
8
、0
	0
	

0
円
）以
内
で
あ
る
こ
と
。

■
募
集
期
間

　
11
月
7
日
㈪
～
17
日
㈭

※
平
日
、9
時
～
17
時

■
抽
選
日　
11
月
24
日
㈭　
10
時
～

問	

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

　
施
設
管
理
班

☎
37
―
5
1
1
1（
内
線
2
6
5
）

生
涯
学
習
課

臨
時
職
員
募
集

■
業
務
内
容

　
事
務
補
助
員（
図
書
整
理
作
業
）

■
募
集
人
数　
2
人

■
任
用
期
間　
平
成
23
年
12
月
1

日
～
平
成
24
年
3
月
31
日

■
賃
金
等　
日
額
5
、4
0
0
円

■
条
件　
パ
ソ
コ
ン
が
使
え
る
方

（
図
書
館
勤
務
経
験
者
優
遇
）

■
勤
務
時
間　
8
時
30
分
～
17
時

15
分（
1
日
7
時
間
45
分
）

■
勤
務
日
数　
週
5
日（
土
・
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
休
み
）

■
勤
務
場
所　
中
央
公
民
館

■
申
し
込
み　
市
販
の
履
歴
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
貼

付
の
う
え
、
生
涯
学
習
課
ま
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

　
平
日
、8
時
30
分
～
17
時
15
分

■
締
め
切
り

　
11
月
21
日
㈪　
17
時
15
分
ま
で

　
※
郵
送
の
場
合
、当
日
必
着

■
選
考
方
法　
書
類
審
査
に
よ
り

選
考
し
ま
す
。

問	

生
涯
学
習
課

☎
37
―
5
1
1
6

「
紅
葉
の
深
山
に
登
ろ
う
」

を
開
催
し
ま
す

　
深
山
自
然
観
察
路
を
登
り
、
秋

の
深
山
を
満
喫
し
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
う

え
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時　
11
月
20
日
㈰

　
　
　
　
9
時
15
分
～

■
集
合
場
所　
深
山
山
麓
少
年
の

森
イ
ベ
ン
ト
広
場

■
参
加
費　
1
0
0
円

問	

生
涯
学
習
課　

☎
37
―
5
1
1
6

「
剣
道
体
験
教
室
」を

開
催
し
ま
す

　
剣
道
に
興
味
の
あ
る
小
学
生
の

皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
！
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

防
具
、竹
刀
等
は
お
貸
し
し
ま
す
。

■
日
時　
11
月
12
日
㈯　
10
時
～

■
場
所　

山
下
中
学
校
武
道
館

（
体
育
館
2
階
）

問	

山
元
剣
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

親
の
会
代
表　
大
橋
晴
美

☎
0
8
0
―
5
5
7
5
―
3
6
9
4

公
証
役
場
を

�

活
用
く
だ
さ
い

　
公
証
制
度
は
、
遺
言
や
任
意
後

見
契
約
な
ど
、
市
民
の
権
利
を
守

り
、
法
的
紛
争
を
防
止
す
る
の
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
公
正

証
書
は
、
執
行
証
書
と
し
て
の
役

割
の
み
で
な
く
、
法
的
強
制
力
の

及
ぶ
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
債
務
者
保
護
の
役
割
も
果
た
し

て
い
ま
す
。

　
公
証
役
場
は
、遺
言
書
の
作
成
、

借
用
証
書
・
土
地
建
物
賃
貸
借
契

約
書
・
離
婚
に
伴
う
慰
謝
料
・
養

育
費
・
財
産
分
与
等
に
関
す
る
契

約
書
の
作
成
、
会
社
の
定
款
の
認

証
な
ど
の
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い

ま
す
。
な
お
、
右
記
書
類
作
成
の

た
め
の
相
談（
秘
密
厳
守
）は
無

料
で
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
執
務
時
間　
9
時
～
17
時

※
土
・
日
・
祝
日
は
休
み

問	

大
河
原
公
証
役
場

大
河
原
町
字
新
南
35
番
地
の
3

☎
0
2
2
4
―
53
―
2
2
6
5

ふ
る
さ
と
伝
承
館
に
写
真

を
探
し
に
来
ま
せ
ん
か
？

～�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の「
画
像
認

識
」で
も
探
せ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
～

　
11
月
1
日
㈫
か
ら
、
ふ
る
さ
と

伝
承
館
で〝
顔
写
真
を
使
っ
た
写

真
の
検
索
〟が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
！
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
写

真
の
顔
を
読
み
取
っ
て
、
津
波
に

流
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
や
写
真
の

デ
ー
タ
の
中
に
似
た
顔
が
映
っ
て

い
る
写
真
が
な
い
か
検
索
し
て
く

れ
ま
す
。

　
ご
自
分
や
ご
家
族
の
写
っ
た
写

真
を
ふ
る
さ
と
伝
承
館
に
持
っ
て

来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
写
真

を
使
っ
て
ス
タ
ッ
フ
が
写
真
を
お

探
し
し
ま
す
。
写
真
を
お
持
ち
で

な
く
て
も
、
免
許
証
な
ど
顔
が
映

っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
大
丈
夫

で
す
。
ま
た
、
そ
の
場
で
写
真
撮

影
を
し
て
探
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
写
真
を
探
し
に
来
ら

れ
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
探
し
に
来

た
け
れ
ど
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た

方
や
、
見
つ
か
っ
た
枚
数
が
少
な

か
っ
た
方
も
、
ぜ
ひ
も
う
一
度
ふ

る
さ
と
伝
承
館
に
写
真
を
探
し
に

来
て
く
だ
さ
い
。

■
公
開
・
展
示
時
間

　
月
・
土
を
除
く
、
毎
日
9
時
か

ら
15
時
ま
で

問	

日
本
社
会
情
報
学
会

　
災
害
情
報
支
援
チ
ー
ム

　
（
役
場
総
務
課
内
）

☎
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―
1
1
1
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内
線
4
7
0
）

『
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
』

　
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了
す
る
ま

で
に
残
り
半
年
を
切
り
ま
し
た
。

ご
自
宅
の
テ
レ
ビ
が
1
台
も
地
デ

ジ
対
応
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
あ

ま
り
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
2
台
目
、
3
台
目
を
こ

れ
か
ら
準
備
し
よ
う
と
お
考
え
の

方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
地
デ
ジ
化
す
る
場
合
、
ア
ナ
ロ

グ
テ
レ
ビ
に「
地
デ
ジ
チ
ュ
ー

ナ
ー
」を
接
続
す
る
と
費
用
の
節

約
に
な
り
ま
す
が
、「
地
デ
ジ
チ

ュ
ー
ナ
ー
」を
購
入
す
る
際
に
あ

ら
か
じ
め
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ

き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
7
月
に
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了

し
た
44
都
道
府
県
で
は
、
終
了
の

少
し
前
か
ら「
安
価
な
チ
ュ
ー

ナ
ー
」が
手
に
入
り
に
く
く
な
り

ま
し
た
。
宮
城
県
で
も
同
時
期
か

ら
、
同
様
な
現
象
が
起
こ
り
、
現

在
も
続
い
て
い
ま
す
。

　
安
価
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
購
入
し

よ
う
と
し
て
い
る
方
は
、
あ
ら
か

じ
め
販
売
し
て
い
る
お
店
を
確
認

し
、
予
約
す
る
な
ど
ご
注
意
く
だ

さ
い
。「
来
年
だ
か
ら
」と
油
断
せ

ず
、
早
め
の
ご
準
備
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
デ
ジ
サ
ポ
宮
城
で
は
、

地
デ
ジ
に
関
す
る
ご
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

☎
0
2
2
―
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4
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―
1
5
0
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国民年金こんなときには届出が必要です
◇国民年金種別変更
　�　国民年金制度では、国内に居住する20歳から60歳ま
でのすべての方に、加入が義務づけられています。国民
年金の加入種別は、次の3種類に分かれており、届出は
加入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。

　�　種別変更の届出を忘れると、年金が受け取れないこと
もあります。手続きは、年金手帳を添えて、その都度忘
れずに行いましょう。

◇国民年金の加入種別
・第1号被保険者
　�　自営業や農業・漁業の方とその配偶者、20歳以上の学
生、フリーターの方等が対象となり、加入や種別変更の
手続きは、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行
います。

・第2号被保険者
　�　会社や官公庁にお勤めの方、つまり厚生年金や共済組
合に加入している方が対象になります。加入手続きは、
会社や官公庁が行います。

・第3号被保険者
　�　国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の
方が対象となり、届出は、配偶者の勤務先を通じて行い
ます。

◇種別変更となるケース
・第1号被保険者となるケース
　�　第2号被保険者が退職されると第1号被保険者（第3
号被保険者になる場合は除く）となります。また、その
方に扶養されていた第3号被保険者がいる場合、その方
も第1号被保険者になります。

・第2号被保険者になるケース
　�　第1号被保険者または第3号被保険者が就職して厚生
年金等に加入すると第2号被保険者になります。

・第3号被保険者になるケース
　�　会社等を退職して厚生年金等に加入されている方の被
扶養配偶者になる方などが第3号被保険者になります。

　詳しくは、町民生活課および坂元支所、またはお近くの
年金事務所へお問い合わせください。

問�仙台南年金事務所　☎022-246-5114
� 町民生活課　　　　☎37-1112（内線125）
� 坂 元 支 所　　　　☎38-0301

地
デ
ジ
い
ろ
は
塾
◯17

年金事務所からの
　　　　お知らせ
年金事務所からの
　　　　お知らせ
年金事務所からの
　　　　お知らせ
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生活習慣病予防を中心に、健康づくりに関するこ
とに、保健師・栄養士が相談に応じます。

育児相談にあわせて臨床心理士による発達相談を
行います。希望者は事前に電話で申し込みくださ
い。（発達相談は年4回実施予定です）

精神科医によるこころの相談（認知症の相談も含む）

青少年の非行防止のため、問題を抱える青少年や
親との相談

国や県、町などが行っている仕事についての要望
や苦情相談

土地や建物の名義書き換えなど、登記に関する相
談

生活、家庭、老後などに関する困りごと、悩みご
と相談

商品の安全、品質または訪問販売・債務などに関
する相談
※�水曜日を除く、平日9時～ 16時にも相談でき
ます

人権侵害、夫婦、親子間のトラブルや、いじめな
どの相談

国民年金、厚生年金など年金に関する相談

第51回　ご注意ください！～賞味期限と消費期限の違い～
賞味期限とは・・・記載された方法で保存した場合に
　　　　　　　　「�おいしく食べることができる期限を示す年月日」をいい、この期限を過ぎてもすぐに食べ

られなくなるわけではありません。
消費期限とは・・・記載された方法で保存した場合に
　　　　　　　　「�安全に食べることができる期限を示す年月日」をいい、この期限を過ぎたら食べないほう

が良いとされています。

　どちらも期限表示は開封前の期限です。1度開封した食品は表示されている期限にかかわらず、早めに食
べるようにしましょう！

問	町民生活課	生活班　☎37-1112（内線123）
　役場消費生活相談窓口　水曜日を除く、平日9時～ 16時

11月15日から12月14日まで

◆健 康 相 談 12月5日（月）　13時30分～16時 ◆育 児 相 談 12月5日（月）　10時～11時30分

◆精神保健相談 12月2日（金）　10時～11時30分

場所　保健センター　問 保健福祉課　健康づくり班　☎37-1113（内線148・149）
※相談者が重複するとお待ちいただく場合がありますので、事前の電話予約が便利です。

◆青 少 年 相 談 11月21日（月） ◆行政苦情相談 12月9日（金）

◆登 記 相 談 12月13日（火） ◆生 活 相 談 11月16日（水）

◆消費生活相談 12月14日（水） ◆人 権 相 談 11月17日（木）

◆年 金 相 談 11月18日（金）

場所 役場仮庁舎 第1相談室（1階）　時間 13時～ 15時　問 町民生活課　生活班　☎37-1112（内線121）

問 保健福祉課　健康づくり班
☎37-1113（内線148・149）

実施場所：保健センター
事 業 名 月　日 対象者等 受付時間

母
子
・
成
人
関
係

母子手帳交付 11月21日（月）
12月5日（月）

山元町に住所のある
妊婦

9：30～
� 10：00

6 ～ 8カ月児健診 11月18日（金）平成23年3月～� 5月生まれ
12：30～
� 13：00

3 ～ 4カ月児健診 12月7日（水）平成23年7月6日～� 9月7日生まれ
13：00～
� 13：20

1歳1～ 2カ月児
健診 12月7日（水）平成22年10月～� 11月生まれ

12：00～
� 12：20

離乳食教室 12月7日（水） 5～ 6カ月児 10：00～

予
防
接
種
ポリオ 11月25日（金）生後3 ～ 89カ月までに2回

12：30～
� 13：00

11/6（日）◆㈱松村工業所　☎38-0558

11/13（日）◆㈱ヤマムラ　☎38-0150

11/20（日）
11/23（水・祝）

◆㈲阿部ホームサービス
　☎37-3469

11/27（日）◆㈲伊藤設備工業所　☎37-2108

12/4（日）◆木村工事㈱　☎37-2853

12/11（日）◆㈱クリワダ　☎37-0013
複数の修理が入っている場合はすぐに対
応できないことがありますので、ご了承願
います。
問�上下水道事業所　施設班
　☎37-1120（内線252）

� 診療時間�9時～ 17時
※�休日における当番医は、急患患者の医療
業務のみを目的として実施しています
のでご協力をお願いいたします。なお、
休日当番医は変更になることもありま
すので新聞などで確認のうえ受診して
ください。

11/6
（日）

◆高橋内科乳腺クリニック（亘理町）
　☎33-1121
◆星歯科医院（名取市）
　☎022-384-7008
◆菊地歯科医院（山元町）
　☎33-8960

11/13
（日）

◆板橋胃腸科肛門科（亘理町）
　☎34-8911
◆やのめ歯科医院（岩沼市）
　☎23-4048

11/20
（日）

◆佐藤外科内科（亘理町）
　☎34-1251
◆済生堂歯科クリニック（亘理町）
　☎32-0405
◆清水歯科医院（名取市）
　☎022-384-6338

11/23
（水・祝）

◆三浦クリニック（亘理町）
　☎33-1811
◆塚辺歯科医院（岩沼市）
　☎24-2211

11/27
（日）

◆大友医院（亘理町）
　☎34-1335
◆那智が丘歯科医院（名取市）
　☎022-386-5989
◆マコト歯科医院（亘理町）
　☎34-5135

12/4
（日）

◆松村クリニック（山元町）
　☎38-0005
◆大手町歯科クリニック（岩沼市）
　☎23-4618

12/11
（日）

◆熊谷内科医院（亘理町）
　☎34-5140
◆松本歯科医院（山元町）
　☎37-3771
◆なとり駅前歯科クリニック（名取市）
　☎022-382-3343

注）�疾患や年齢等によっては対応できない
場合もありますのでご了承願います。

　震災で住宅や家財、自動車な
どに損害を受けた方は、税務署
に手続きをすることにより、所
得税の還付や軽減・免除を受け
ることができます。（※適用に
は一定の要件あり）
　今回、仙台南税務署と合同の
所得申告相談を次の日程で行い
ますので、ぜひご利用ください。
■相談日程等

日　程 受付時間
11月14日（月）
～ 11月16日（水）

【午前の部】
10時～11時30分
【午後の部】
13時～ 15時11月17日（木）

～ 11月18日（金）

※�14日は午後のみ、18日は午前のみの
相談となります。

■場所
　役場仮庁舎1階�第1会議室
※�準備いただく書類等について
は10月号6ページをご覧く
ださい

問�税務納税課�課税班
☎37-1114

所得申告相談を
開催します

日 月 火 水 木 金 土
… … 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 … … …
… … … … … … …

11 日 月 火 水 木 金 土
… … … … 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
… … … … … … …

12

連 載 消費生活・これだけは知っておこう！
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QRコード読みとり機能付きのカ
メラ付携帯電話で左記のコードを
読みとると簡単にサイトにアクセ
スできます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

この「広報やまもと」は1部当たり約49円です。
印刷所／今野印刷㈱　☎022-288-6123

放送時間
・月～金：�8時～ 18時
・土～日：�10時～16時
※�9時・12時・17時に町の情
報をお知らせしています。
☎0223-29-4772
ringoradio@gmail.com

情報をどしどし�
� お寄せください！

りんごラジオ
FM�80.7MHz

 9月末現在（前月比）

世帯 � 4,968戸�（△�26戸）

男 � 7,148人�（△�41人）

女 � 7,481人�（△�43人）

合計 �14,629人�（△�84人）

出生	 3人	 転入	 27人
死亡	 17人	 転出	 97人
婚姻	 6件
	 △：減少

救 援 物 資 　9月30日現在、敬称略・順不同
【企業・団体等】㈱道北ラルズ、JAみやぎ仙南、㈱バイタルネット、三井住友建設㈱、東
北電力㈱岩沼営業所、ベーシック、エブリネーション、㈱仙台ピアノサービス、東洋ゴム
工業㈱仙台工場、サッポロビール㈱仙台工場、㈲小野食品、㈱加工連、㈱味仙、JA全農
山形、積水ハウス㈱仙台支店、青年会議所宮城ブロック、岩手ファーム、㈱ピーチジョン、
㈱双見商会、㈲高清水食糧、東急ファシリティサービス㈱、北日本電線㈱、ペット協会宮
城支部、㈲佐藤蒟蒻店、㈱NTTドコモ、㈳白石青年会議所、東都クリエート㈱、全国建
設機械器具リース協会、㈱モスフードサービス、㈳さくら青年会議所、仙台中央青果卸
売㈱、日本道路㈱、長町街苑会、回胴式遊技機商業協同組合、clef　TAKE、日本イスラ
ム文化センター、㈱ティーセレクション、㈳寒河江青年会議所、㈱いすゞ自動車、日本ス
タンドサービス、㈱ヨシケイ宮城、㈱エーコープ宮城、阪神・淡路大震災まち支援グルー
プまちコミュニケーション、猪名川ソフトボール協会、㈱エルライン、環清工業㈱、セカ
ンドハーベストジャパン、㈱富士薬品、㈱NTT東日本宮城、白石興産㈱、宮城県倉庫協
会、㈳仙台青年会議所、総合南東北病院、セントラル自動車㈱、㈱ジャパンヘルスサミッ
ト、㈳宮城県歯科医師会、花卉商業組合仙南支部、社台グループ山元トレーニングセン
ター、パナソニック㈱AVC社仙台工場、コクヨ東北販売㈱、オーバーズ、日本アイドラー
ズクラブ、㈱サトー商会、日本共産党、前澤工業㈱、㈱トライアルロジスティックシステ
ム、㈱オバタ、東日本コベルコ建機㈱、富士ゼロックス宮城㈱、山元ライオンズクラブ、
日本生命、志士経営者倶楽部、大阪維新の会、宮城県土地家屋調査士会、白山睦会、宮城
県学校給食会、技研興業㈱、東日本ハウス㈱、あいコープみやぎ、この指とまれ、末日聖
徒イエス・キリスト協会、NPO法人難民を助ける会、布田牧場、日本盲導犬協会、浄土
真宗本願寺派、日本ペットフード協会、農協青年部北郷支部、㈱造形社、原クリニック、
㈲日伯友愛、イスコン・ジャパン、いちご整骨院、NPO法人自然楽校、フジパン㈱、㈲
エコシラカワ、日清シスコ㈱、出光興産㈱東北支店、㈱アペックス、山崎製パン㈱、亘理
郡医師会、カントリーモーニング、パナソニックAVC労組仙台地区、㈲九十九里ビー
チステーション、蔵王通り振興協同組合、㈱東芝 ITサービス、日本共産党宮城仙南地区
委員会、社会福祉法人只働学舎、朝日ヶ丘運輸㈱、鳥取県曹洞宗青年会、アウトレット共
和国、パキスタン FOP、NPO法人やりたいことネット、ニューウェイズジャパン㈱仙
台サテライト、㈱フリーアール、荏原エンジニアリングサービス㈱、日本生協組合連合会、
トーラク㈱、山形県中小企業家同友会、東京三軒茶屋ライオンズクラブ、沖縄県伊是名
漁協、大久保連合町会
【自治体等】農林水産省、国土交通省九州地方整備局、北海道被災県緊急支援対策本部、
山形県鶴岡市、山形県寒河江市、色麻町、大衡村、富谷町、柴田町、村田町、白石市、七ヶ
宿町、川崎町、塩釜保健所岩沼支所、群馬県中之条町、静岡県掛川市、愛知県半田市、愛
知県尾三消防本部、兵庫県朝来市、三重県多気町、岡山県新見市、愛媛県姫路市、福岡県
福岡市

※上記は、町が受付した名簿に基づき掲載しています。
※記載漏れやお名前に間違いがありましたら、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

町民の皆さん、ご支援・ご協力
� ありがとうございました !�!

　被災者の方々に対する支援物資や食料が不足していた発災当初、町内各行
政区、各団体、町民の皆さんには、自主的にまた町からの呼びかけに対し、快
く物資や食料の提供、炊き出しを行っていただき、本当にありがとうござい
ました。心より感謝申し上げます。

ホットニュースで紹介

季節はずれの
� 桜が開花

ご支援、本当にありがとうございます！
　これまで全国各地からたくさんの救援物資や義援金をいただきました。心
より感謝申し上げます。今月号では、先月号に引き続き、救援物資を提供い
ただいた方々についてご紹介します。（紙面の都合上、個人については次月
号でご紹介します）


